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はじめに 

 

障害者をめぐる環境は近年変化している。障害者の人権及び基本的自由の享有を確保

し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のた

めの措置等について、「障害者の権利に関する条約（以下、障害者権利条約）」で定めら

れている。 

 平成 25年 4月 1日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（以下、障害者総合支援法）」のもと、地域社会における共生の実現に向

けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

め、障害保健福祉施策が講じられている。その中に障害者の日常生活を支援する方策の

一つとして、補装具費支給制度がある。これは身体の欠損又は損なわれた身体機能を補

完・代替する用具について購入または修理等にかかる費用を支給するものである。 

 日本理学療法士協会が実施した平成 28 年度障害者総合福祉推進事業において、支援

機器の利用により、障害者の日常生活活動（以下、ADL）の向上に資することが示され、

支援機器の活用は障害者への支援として重要な取組であることは明らかである。 

 しかしながら、平成 28 年度の同事業で実施した調査において、各自治体及び更生相

談所の回答結果から支援機器導入後のフォローアップはほとんど実施されてされてい

ないことが示された。支援機器を導入していても、利用する障害者の身体状況や周辺環

境の変化による身体と支援機器の不適合や生活の中で支援機器を使用することが難し

くなっていたケースもみられており、そのような場合ではフォローアップがないために

不適合のまま利用する、または使用されぬままであること等が課題であるとされている。 

 このような課題の要因は様々考えられるが、障害者に日ごろから接する機会が多い、

福祉や介護の事業者や医療職といった専門職（以下、支援者）から適切な助言を得られ

ることにより、支給後の適切な支援機器の使用に繋げられるのではないかと考えた。 

 したがって、平成 29 年度事業においては、フォローアップに関する課題解決に向け

て、障害者が利用する支援機器に関するガイドブックを作成し、そのガイドブックを障

害者支援に従事する福祉・介護、医療従事者に広く活用していただきたいと考えている。 

 ガイドブックの内容は、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由（下肢・体幹・上肢障害）、

言語・音声障害ごとに情報を整理している。それぞれにおいて、障害の概要、主な支援

機器の紹介、チェック（介入）ポイント、支援・相談先等についてまとめている。 

 支援機器の有効な活用の第一歩として、このガイドブック及び報告書が課題解決への

取り組みにつながれば幸いである。 

2018年 3月 31日 

公益社団法人日本理学療法士協会  



事業の要旨 

1. 目的 

本事業は、支援機器を使用する障害者の肢体不自由や視覚障害、聴覚障害といった

障害特性に即した支援機器の活用を示し、自治体や更生相談所等の関係機関、専門職

による障害者支援の取り組みの活性化へつなげることを目的とし、以下の２点につい

て取り組むこととした。 

①支援機器の普及と活用に向けた取り組みに関する課題を明らかにする 

②支援機器を適正に活用するために、ガイドブックを作成し、配布する。 

 

2. 方法 

委員会における議論を通じて課題を明確化し、ガイドブックを作成する。ガイドブ

ックの作成に向けて、各障害の特徴、支援体制の現状と課題の抽出、支援機器活用を

通じた支援に結び付ける提案等について意見交換を行い、取りまとめた。 

 

3. 結果 

（1）支援機器の普及と活用に向けた取り組みに関する課題 

  視覚障害、聴覚障害、肢体不自由（体幹・下肢障害、上肢障害）、音声・重度障害

によるコミュニケーション障害、高次脳機能障害に関して議論した。 

  いずれの障害においても、障害者本人や支援する関係者等の支援機器に関する理

解が不十分であり、障害者への支援機器の普及および有効な活用が求められること

が示唆された。また、障害者の支援のあり方については、支援機器の普及のみで達

成できるものではなく、障害者と支援する関係者間との顔の見える関係づくりや、

両者の支援機器に関する理解があったうえで支援機器が有効に活用されることで、

支援体制が充実していくものであることが示された。 

（2）障害者支援機器の活用ガイドブックの作成 

障害ごとに①障害の概要、②特徴、③支援方法、④支援機器の紹介、⑤チェック

ポイント、⑥相談先の紹介について示したガイドブックを作成した。作成したガイ

ドブックは障害者施設、関連する職能団体等に送付した。 

 

4. 考察 

 平成 28年度障害者総合福祉推進事業において、支援機器のフォローアップ体制が

十分に構築されておらず、支援機器が有効に活用されていないことが示唆され、平成

29年度においては、フォローアップを含めた支援機器を利用する障害者への支援体制

の構築を広く促進するために、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、その他の障害の特

性に即した支援機器の活用を示すこととした。 

 



支援機器の普及と活用に向けた取り組みに関する課題を明らかにするために、各障

害の特徴についての意見交換を行い、支援体制の課題や支援機器の活用を通じた支援

に結びつける提案等を委員会において議論した。 

 議論では、障害者に関わる機関が情報を発信していても、障害者に支援機器に関す

る情報については十分に届いていないことが課題としてあげられた。それは障害者と

の関わりを通して、適切支援機器の選択、使用方法、設置、故障や不具合がおこった

際の連絡先等について十分に伝えられていないことや、関係する機関がそれぞれの組

織の枠組みの中でしか介入できないことから、障害者の生活課題解決のための支援が

十分でないことにつながっていると考えられる。 

委員会の議論を踏まえて支援体制や支援機器について取りまとめ、支援体制の構築

を推進する一助となるように障害者を支援する方向けのガイドブックを作成した。ガ

イドブックは、障害ごとに障害概要、支援機器の紹介、支援機器の整備ポイント等の

支援機器の確認事項、相談窓口等を掲載した。 

 障害者に対して支援機器を活用した支援を充実するためには、障害者の身体機能や

生活状況等のアセスメントの実施をもとに適切に支援機器を選択し、また支給後のフ

ォローアップの重要性が示され、本事業において作成したガイドブックを、障害者を

支援している方々が必要な情報を得るためのツールの一つとして活用頂けることを期

待する。 

障害者にとって望ましい支援体制は、適切に支援機器を提供できる体制を構築する

ことであるが、それは障害者と支援する人との顔の見える関係づくりがあってこそ成

り立つものであり、両者が互いに支援機器に関する知識や理解を深めることが求めら

れる。 
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１章 事業内容 

 

1. 背景 

 平成 28 年度障害者総合福祉推進事業において、支援機器の導入の効果についての検

討が行われた。 

報告の中で検討された支援機器の種類は、移動・移乗支援（車いす、電動車いす、歩

行器、下肢装具、座位保持装置、可搬型昇降機、レール式リフター）、コミュニケーシ

ョン支援（意思伝達装置、スイッチ、インターフェース）及び、上肢活動支援（上肢装

具）を主な機器として取り上げている。効果の検討は、使用者の日常生活の変化、生活

範囲の変化等を機器導入前後の比較を以って実施し、その結果、日常生活動作の維持向

上、生活および活動範囲の拡大がみられたことから、支援機器を利用することが障害者

の生活支援において重要かつ役立つことが示されている。 

 また、支援機器に係るシームレスな支援体制の検討では、３つのモデルの支援体制に

ついて紹介されている。それぞれのモデルの支援体制は、①標準的な県更生相談所機能

により支援体制を構築している例、②保健福祉事務所による“つなぐ機能”を有する支

援体制を構築している例、③総合窓口からモニタリング機能を一貫して有する支援体制

を構築している例であり、それぞれ特徴がみられている。 

 しかしながら、それぞれに共通して挙げられる課題は、支援機器の支給後、機器の整

備やフォローアップが十分に実施されていないことであった。また、必要とする支援機

器の種類によって、入手ルートが異なり、それに関連して関わる専門機関や専門家も異

なるという複雑な構造は、支援機器の適正かつ円滑な活用を難しくしている要因と考え

られる。 

障害者が支援機器を有効に活用するためには、支給後のフォローアップを実施する体

制構築とその充実が必須であるが、人、物、費用、地域差等、様々な問題点を解決しな

ければ支援体制構築を進めることが難しい。またその構築には相応の時間を要すること

は容易に想像できる。 

そこで、支援機器の活用を促すためには、現在障害者に関わりのある方からアプロー

チを行い、その気づきから、より専門的な支援を担う専門機関へつなぐための仕組みが

必要であると考えられた。 

本事業においては、フォローアップ体制の構築に向けて、まずはその焦点となる「人」

を、障害者に直接的に関わり、介入や支援の計画に携わっている支援者とし、その実務

者向けに情報を発信するためのツールを提供することを事業とした（図 1）。そのツー

ルは「障害者支援機器の活用ガイドブック（以下、ガイドブック）」とし、支援計画を

立てる際に役立つものとして作成し、提供することとした。また障害の範囲を、視覚、

聴覚、肢体不自由等、幅広く設定し、それぞれの障害に特化した制度の理解や支援機器

支給、フォローアップに関するポイントをまとめ、ガイドブックに掲載した。 
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図 1 平成 28 年度障害者総合福祉推進事業「障害者における支援機器の活用による効

果検証およびシームレスな支援体制の在り方に関する調査研究事業」より抜粋、改編 

 

＜課題＞ 

平成 28年度の事業において報告されている課題を参考に、主な課題を列挙する。 

以下、※で掲げた課題は図１中の該当箇所の番号である。 

 

※１ 更生相談所の課題 

・リハビリテーション専門職の配置含め、人員が減少傾向である。 

・申請から支援機器の導入までに時間がかかる。 

・生活状況の訪問評価、支給後のフォローアップが十分でなく、身体機能の変化や生

活状況に即した適合判定に困難を有し、また利用者への定期的な周知が十分でない。 

※２ 市町村の支給決定機能を高めることへの課題 

・専門職がいないため、専門的な視点からの必要性の検討、適正な支給決定のために

十分な検討や技術的な相談ができる環境や仕組みとなっていない。 

・特殊な補装具利用の際の相談や、業者主導であった場合の適正な見積と支給の判断

利用者（※７） 

更生相談所 ※１ 

補装具（更生用装具） 

（車いす・義肢・意思伝

達装置等） 

治療用装具 

（医療保険） 

居宅介護 

支援事業所 

市町村 ※２ 

日常生活用具 
（携帯会話補助装置、スイッ

チ類、リフター等） 

医療機関 

※３ 

福祉用具 

（介護保険） 

通信販売 

自費 等 

支援機器業者（補装具業者）・福祉機器取扱業者 等 ※６ 

支援者（支援計画者、介護実務者等）※８ 

支援機器、支給やチェックポイントに関する理解を深め、利用者の関わりの中でフ

ォローアップにつなげる機会を創出する 

※４ 

※５ 
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が難しい。 

・利用者が自分で情報収集するために、そのアクセス先が十分周知されていない。 

※３ 医療機関の支援制度に関する理解と介入における課題 

・リハビリテーション専門職による障害者に対する支援機器の関わりが圧倒的に少

ない。 

・支援制度への知識が不十分であることから、小児用の支援機器等の支給可否に関わ

る誤った理解からトラブルにつながる恐れがある。 

・入院中に処方した治療用装具から退院後必要となる更生用装具への移行に関する

説明及び障害者への理解促進のための取り組みが不十分である。 

※４ 各機関の連携とリハビリテーション専門職のバックアップ機能の課題 

・市町村、更生相談所、医療機関を含めた地域における総合的な連携状況は十分とは

いえない。 

・支援機器による支援が必要な障害者の情報をキャッチし、どのような機関が関わり

を持ち、どのような社会資源が活用できるか、地域単位での十分な検討が必要であ

る。 

・リハビリテーション専門職からの障害者への適正な使用に関する助言が不十分で

ある。 

・リハビリテーション専門職がスムーズな判定や支給決定の適正化へのサポートに

関わっていない。 

・リハビリテーション専門職による支援機器の現物チェック、仮合わせ時の介入が

不十分である。 

・リハビリテーション専門職の補装具に関する制度の知識が浅く乏しい。 

※５ 支援機器の種類によって、申請から支給までの工程が異なり、複雑である課題 

※６ 補装具業者のサービス範囲が狭小化している課題 

※７ 利用者の抱える課題 

・利用者が通える範囲で相談機能を有する場所が少ない。 

・支援機関へのアクセスが難しく、支給や修理等、必要な支援が適時受けられない。 

・情報を入手することが困難であり、情報入手の機会や手段、その支援についても不

十分である。 

・障害によっては複数の機器を使用するケースも存在し、それぞれの機器別に専門家

による対応が必要となる。 

※８ 今回の事業における焦点 

障害者の支援には、日常生活の活動レベルや身体機能の変化に応じて、適時、支援機

器の判定と導入が必要である。利用者に身近に関わっている支援者が、身体状況や生活

状況を把握し、支援機器の必要性や、使用状況を確認できる仕組みにつなげられるよう

に支援者の機能を底上げすることをねらいとしている。 
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2. 目的及び方法 

2.1 目的 

本事業は、支援機器を使用する障害者の肢体不自由や視覚障害、聴覚障害といった

障害特性に即した支援機器の活用を示し、自治体や更生相談所等の関係機関、専門職

における障害者支援の取り組みの活性化へつなげることを目的とし、以下の２点を委

員会において取り組むこととする。 

（1）支援機器の普及と活用に向けた取り組みに関する課題を明らかにする 

（2）支援機器を適正に活用するために、ガイドブックを作成し、配布する。 

具体的には、それぞれの障害特性に対して適切な支援機器を提供するための支援体

制の課題を検証し、さらに、支援に必要な情報発信の発端となる支援者に焦点をあて、

支援者の有する機能の底上げをすることでフォローアップ機能を向上することにあ

る。そのために支援機器を使用する障害者に対するフォローアップのための施設間連

絡や、支援先、取次先を示すこととした。 

事業の成果として、 

・障害特性に沿った支援体制の在り方を示す。 

・適切かつ継続的支援体制の具体的取組内容を示す。 

・ガイドブックを活用して、支援機器を必要とする障害者に対し、支援者が適切な

対応をとることにつなげられるものとする。 

・ガイドブック、報告書については、障害者相談支援専門員の所属する障害者施設

や、関連団体等へ配布する。また、日本理学療法士協会のホームページ上で公表

し、電子媒体でダウンロードできることで、広く活用を進める。 

  

2.2 方法 

医療または障害福祉の有識者等で構成される検討委員会において、以下の事項につ

いて検討する。 

（1）支援機器の普及と活用に向けた取り組みに関する課題の明確化 

・障害（肢体不自由、視覚・聴覚障害等）別に課題を抽出するために、各障害にお

ける有識者を委員とした会議を開催し、各委員から支援体制の現状と課題につい

て報告、意見交換を行うことで支援体制構築の課題を明らかにする。 

・支援機器を適切かつ継続的に利用できるために、身体状況や生活状況の変化や、

関わる時点毎の課題を整理し、解決のために工夫された取り組み、もしくは必要

な解決策について議論する。 

・支援機器のフォローアップ等の実態を把握し、先進的な取組等を紹介する。 

・支援機器を使用する障害者や関係機関等が抱える課題については、解決のための

具体的な取り組みや連携方法、必要な支援体制の機能、人材等について取り纏め

る。 
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 （2）障害者支援機器の活用ガイドブックの作成 

・支援者が支援機器活用をサポートし、取り組みの普及につなげるために必要な事

項を委員会において検討する。 

・委員会の中で、障害別に担当を設け、支給制度やその特徴について報告する。 

・支援機器の種類及び関わる時点毎に、対応すべき点を抽出する。また機器利用に

おいて不具合がないかどうかを確認するためのチェック項目や取り扱いに関す

るアドバイス、取り次ぎ先等を取りまとめる。 

・ガイドブックの配布対象は、障害者の支援計画を行っている障害者相談支援専門

員を主軸におき、その勤務施設等における介護の実務者やその他支援に携わる者

を「支援者」と位置づけ、支援につなげる一助となるものとする。また、リハビ

リテーション専門職、介護支援専門員、社会福祉士、その他医療、福祉に関連す

るその他の専門職にもできる限り広く周知することで、支援の広がりと体制構築

の必要性の理解につなげられるものとして内容を検討する。 

 

3. 委員構成 

本事業を進めるにあたり、検討委員会を設置した（表１）。 

 

表１ 検討委員（五十音順、敬称略、○委員長） 

氏名 所属 

安保 博史 川崎市北部リハビリテーションセンター 

内山 量史 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 

   隆島 研吾 〇 神奈川県立保健福祉大学 

高松 滋生 滋賀県立リハビリテーションセンター 

長岡 雄一 東京視覚障害者生活支援センター 

長谷川 幹 三軒茶屋リハビリテーションクリニック 

森 せい子 社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター 

渡邉 愼一 横浜市総合リハビリテーションセンター 

オブザーバー 

峰 悠子 厚生労働省 社会・援護局 

障害保健福祉部企画課自立支援振興室 

事務局 

渡邊 勧 日本理学療法士協会 

戸塚 満久 
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4. 事業の流れ 

 

4.1 論点 

（1）普及と活用に向けた取り組みに関する課題の明確化 

・支援機器普及、活用のための支援体制の課題抽出、解決への取り組みは何を報告

するかを検討し、リハビリテーション職種の活用含め、専門的な支援につなげる

には何が課題かを明らかにする。 

（2）適切な活用の促進に向けたガイドブックの作成 

・ガイドブックを利用する対象者（配布先）について検討する。 

・各障害と支援機器について、どのような機器をガイドブックの対象としてとりあ

げるか（例：視覚障害、聴覚障害、音声言語機能障害、上肢障害、下肢障害、高

次脳機能障害、知的障害、発達等障害、その他）を検討する。 

・「障害と支援機器」毎に担当する委員を決定する。 

・ガイドブックの掲載内容について、その項目を決定する。 

・各障害と支援機器では、関わる時期ごとにどのような介入が必要かを検討する。 

 

4.2 検討委員会の開催 

委員会は下記、下表に示す通り開催した。（表２） 

 

表２ 委員会の議題 

開催回数 開催日程 主な議題 

第１回 平成 29年 8月 26日 事業の概要説明 

障害別の支援体制の現状・課題の抽出 

ガイドブック作成の構成検討 

第２回 平成 29年 11月 25日 ガイドブック案作成に関する意見交換 

・委員による発表（障害別） 

・掲載内容の検討 

・ガイドブック配布先の検討 

第３回 平成 30年 2月 10日 支援機器活用の課題の整理 

・障害毎の課題の整理 

・取り組み推進に向けた提案 

ガイドブック、報告書最終案の内容確認 

・原稿案の内容確認と修正のための意見交換 

・発行、配布までのスケジュール確認 

・配布先の確認 
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4.3 事業スケジュール（表３） 

表３ 事業スケジュール 

 検討事項 備考 

検討① 

普及と活用に向けた取り組

みに関する課題の明確化 

検討② 

適切な活用の促進に向け

た手引きの作成 

H29.8.26 

第 1回検討会 

 

 

支援体制課題 

枠組み検討 

 

 

配布先（使用者）検討 

対象の支援機器決定 

担当機器の決定 

手引き掲載項目決定 

前年度事業の説明 

と今年度事業の位

置づけ説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的取り組みに

ついて事業所ヒア

リング実施 

画像等転載許可 

 

メールベースでの

原稿修正 

 

 

 

 

 

報告書・手引き 

印刷・発送・配布 

 

事業報告 

H29.9.1 

 

 

個別項目の収集 手引き原稿（草案）作成 

 

 

H29.11.1 

 

H29.11.25 

第 2回検討会 

 

 

課題の整理 

 

意見交換 

 

一次原稿提出 

 

機器別に手引きに掲載す

る内容を報告（発表） 

完成様式の決定 

H29.12.1 

 

 

 

意見集約 

報告書案作成開始 

 

原稿の追加・修正 

手引きレイアウト化 

 

 

H30.2.1 

 

H30.2.10 

第 3回検討会 

 

 

原稿案事前配布 

 

支援機器活用の課題の整理 

報告書への反映・内容確認 

 

 

原稿案事前配布 

 

手引き案完成版の確認 

配布先確認 

変更・修正 

 

H30.3.1 

 

 

 

H30.3.31 

 

報告書完成 

 

 

 

 

最終校正、冊子化完了 

手引き完成 
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２章  

支援機器の普及と活用に向けた取り組みに関する課題の明確化 

 

1. 目的 

支援機器を使用する障害者の肢体不自由や視覚・聴覚障害といった障害特性に即した

支援機器の活用を示し、障害者における支援機器の活用に対する支援体制や、障害者の

身体状況や生活状況の変化において、支援機器の普及、活用に向けた取り組みに関する

課題を明らかにする。 

支援機器を適正に活用するために、各障害の特徴についての意見交換、支援体制の現

状と課題の抽出、支援機器活用を通じた支援に結び付ける提案等を委員会において議論

した。以下、各委員の意見を参考に、障害毎に取りまとめた内容を記す。 

 

2. 各障害における支援体制と普及、活用に向けた取り組みに関する課題について 

 

2.1 視覚障害と支援機器 

 

2.1.1 視覚障害における基礎的な知識 

（1）視覚障害とは 

身体障害者福祉法で規定されている視覚障害は、大きく視力障害と視野障害に分けら

れる。それら以外については、現時点では視覚障害とは呼ばれない。色覚障害などはその

例である。視覚障害の方の中には色覚に障害のある方も含まれるが、色覚障害だから視覚

障害なのではなく、あくまでも、視力か視野の障害を持って、その上に色覚障害がつくこ

とになる。 

最近の視覚障害の傾向は、全盲の方が少数派である。全盲の方は１割程度とも言われて

いる。また、年齢的には 65歳以上が 70％を占め、しかも障害等級も１級と 2級、いわゆ

る重度と呼ばれる等級の方が 60％を占めている。 

また、中途で視覚障害になる方が多く、その多くは疾病が原因となる。緑内障、糖尿病

網膜症、網膜色素変性症が視覚障害の原因の上位を占め、黄斑変性がそれに続く。しかし、

前述したように、これらの疾病で全盲になる方の割合は、以前より低くなっており、逆に

多くを占める「見えにくさ」についての関心が高まってきている。それは、「見えにくさ」

には非常に個人差があり、支援を考えるとき、考慮しなくてはいけない要素が多いという

ことに由来している。 

視覚障害は別名「情報障害」と呼ばれ、基本的に情報を取得することに課題を持ってい

る障害である。この「情報」とは、別の言葉で言い換えると、「自分が置かれた環境から

の刺激」と言うことができる。よく視覚から入る情報はすべての情報の 80％と言われる

ように、環境からの刺激の多くは視覚に訴えるものである。しかし、他にも「聞こえる」
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「触れる」「臭う」「味わう」等々、いくつもの刺激があり、人は意識をしているかいない

かに拘わらず、それらの刺激を受け、楽しみを得ることや、次に起こす行動に結びつけて

いる。 

（2）視覚障害者への支援 

  以前より、視覚障害者の二大不自由として、「移動」と「読み書き」が挙げられている。 

これらはともに、情報取得の困難さに原因を持つものであるが、視覚障害者への支援は当

然として、これらの不自由さの軽減、解消が目的となる。 

視覚障害者のリハビリテーションは支援の一つの形態で、視覚以外から入ってくる情

報の処理法を身に着けていくことが主眼となる。移動面では歩行訓練が、読み書きではコ

ミュニケーション訓練がその任を担うことになる。 

歩行訓練では、車の音をどう利用して歩行するのか、白い杖から取得される情報をどう

活用していくのか、さまざまな環境音や物理的環境をどう利用して頭に地図を描いてい

くのか、が訓練の中心となる。 

コミュニケーション訓練では、点字やパソコン技術の習得が中心である。その他にも調

理や裁縫などの日常生活訓練等をあげることができる。また、前述したように、最近は保

有視覚のある視覚障害の方が多く、その保有視覚をいかに有効に活用するかを主眼とし

たロービジョン訓練も重要になってきた。 

  社会福祉の制度上での支援の形態としては、視覚障害者の外出や外出先での用務に対

する支援を行う同行援護を挙げることができる。同行援護は、代筆・代読を通して「読み

書き」の不自由さの軽減・解消を、外出時の安全な誘導を行うことで、「移動」の確保を

行う、極めて重要な支援である。さらに、視覚障害者への支援として重要なものが支援機

器の存在である。 

（3）支援機器の考え方 

支援機器もリハビリテーションと同じ文脈で考えることができる。つまり、情報取得の

困難さを、視覚に代わって聴覚や触覚等を活用して軽減したり、解消したりすることを目

的としているものが、支援機器としての意味を持つということになる。そして、同じ文脈

で活用される機器だからこそ、訓練の中でも支援機器は活用、紹介され、日常生活で大き

な役割を担うこととなっている。 

特に、科学技術の発達は支援機器にとっても大きな福音であり、新たな機器が今後も登

場してくれであろうことは間違いないと思われる。 

普通文字を読むことができないゆえに、点字が発明されてきたが、これは文字が「見え

ない」から「触る」ことで、課題を解決しようとしたものである。これと同じ発想が支援

機器に当てはまる。 
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2.1.2 視覚障害における支援機器 

（1）聴覚を利用した機器 

時計の文字が見えにくい、見えないので、音声で時刻を読み上げさせたり、血圧計の表

示が分からないため、同様に音声で読み上げさせたりしている。こうして聴覚に訴えるも

のは、最近非常に増えてきている。また、読書が難しくなったときに、録音図書を利用し、

聞く読書を楽しむという方法もある。 

音声時計、音声血圧計、音声体重計、音声体温計、音声電卓等々は特に訓練等必要とせ 

ずにすぐに活用できる支援機器と考えられる。読書については、視覚障害者用の録音再生

機があり、CDやカード等を使用して、読書をすることができる。 

一方、画面の文字等を音声で読ませるソフトを組み込んだパソコンは、訓練を必要とす

るが、現在では非常に人気のある支援機器の一つになっている。メールやホームページ、

さらには読書など、日常生活で非常に役にたつものがほとんどであり、生活の質の向上と

いう意味で大きな役割を果たしている。ワープロや表計算等のソフトを習得することで、

仕事での活用も十分可能になっている。 

これら以外にも、活字文書を読み取り、音声に変えて出力させる機器も比較的簡単な操

作で使用できることもあり、人気が出ている。 

（2）触覚を利用した機器 

また触覚に頼るものとしては、点字が代表例でしょうが、機器としては、物差し、触知

腕時計などを挙げることができる。触知腕時計とは、針を指で触って時刻が分かる時計で、

音楽会などで音声時計の使用が制限されている状況でも、問題なく使うことができるも

のである。 

触覚の代表例である点字そのものは機器とは言えないが、点字盤や点字タイプライタ

ーその他、ピンディスプレイを使用して点字を表記させるもの等は、日常生活用具と認め

られている。しかし、視覚障害者の高齢化や、ロービジョンの方の増大、録音図書の充実

などもあり、点字を読める方の比率は低下傾向が続いている。点字の小ささゆえに触読が

困難なこともあり、現在では大きめの点字を打つことができる点字盤なども準備される

ようになっている。 

（3）保有視覚を活用する機器 

最近の視覚障害の傾向としては、全盲の方が少なく、ロービジョンの方が多いので、保

有している視覚をいかに有効に使用するかを目的とした機器も、多く出回るようになっ

た。比較的なじみのあるものとしては、拡大読書器やルーペといった対象物を拡大するも

のである。拡大読書器は据え置き式や携帯型など、用途に合わせて、いくつもの機種が出

ている。操作や倍率等を音声で伝える拡大読書器もあるが、いずれにしろ操作を少し練習

することで、効果的な活用ができるものである。 

  また、ロービジョンは必ずしも視力だけの問題ではなく、まぶしさを訴える方も少なく

ないことから、遮光眼鏡などの利用も少なくない。遮光眼鏡は補装具であり、医師の意見
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書が必要なものである。それは、人により、もっともまぶしさを軽減する色が違うため、

医療的判断が必要とされる。 

（4）その他の機器 

  聴覚や触覚、視覚に分類しにくいが、極めて重要な機器として、白杖を挙げることがで

きる。白杖も遮光眼鏡同様補装具ですが、医師の意見書は必要としない。ただし、どんな

ものでもかまわないという訳ではない。 

  白杖には３つの役割があるとされ、基本的にはその役割にあった白杖を選択すること

が望ましいと思えるが、３つの役割のうちの、「シンボル」だけに着目し、そのためだけ

に所持する人もいる。３つの役割のすべてを満たすために、訓練を受ける人もいる。この

３つの役割をすべて満たすためには、それなりの白杖が求められ、材質や長さ等、使用す

る方に合うものを用意することが重要である。 

 

2.1.3 視覚障害における支援機器に関する現状と課題（議論） 

 

（1）支援機器の導入に関する現状について 

（長岡委員より） 

●視覚障害は補装具の中に医師の意見書を必要とするものとないものが混合している。

矯正眼鏡や遮光眼鏡は医師の意見書が必要である。 

●医師の意見書が必要ではない機器については、東京でも視覚障害の日常生活用具や補

装具を販売する箇所が３、４箇所しかない。そこにいけば支援機器を大方揃えることが

できる。全国的にも販売している箇所は非常に少なく、限定的なので、視覚障害の用具

は比較的探しやすいと思う。 

●視覚障害の支援機器のアプローチはしやすいかもしれないが、その場所を知っている

人が少ない。 

●PC関係のソフトについては行政によって全く取り扱いが異なる。 

●行政は用具を見れずに支給しているのが実態である。本施設で行政の方を対象に日常

生活用具の紹介をしているが、自分たちが支給している用具を初めて見たという方が

多くいる。品目の中からこれがよさそう、当事者がこれがいいと言われたという理由で

出しているのが１つの現状である。 

●東京、神奈川、大阪、京都では、視覚障害者にとってシステムが比較的しっかりしてい

る。 

●視覚障害の場合はあまり補装具がない。補装具の白杖は医師の意見を必要としない。 

●大きな病院で指定医をしている人の下にいればわかることはあっても、眼科の医師に

は身体障害者手帳を知らない人がいるのはショックなことである。当事者の方が医師

に聞いてもわからないで済まされてしまう。そういった状況は危機的であり、支援にた

どり着かない。  



12 

 

 （2）制度の活用及び支援に関する問題点 

（長岡委員より） 

●専門家の意見が入るケースはそう多くないため、施設で聞いて出すのが良いかもしれ

ない。しかしなかなか施設には来てもらえない。 

●視覚障害の中で一番の課題は、本来、医師が宣告すべきで、どこに行けば情報を得られ

るのかを伝えるのがよい。アクセスさえしっかりすれば得やすいはず。 

●特に日常生活用具は等級制限が強い。１級、２級じゃないと出せない課題がある。 

●日常生活用具は家庭状況による。例えば体重計、体温計等は家に誰かがいれば出せな

いという制限がある。 

●障害の程度が軽い人には出せない制度になっている。個人で管理をしたいと自立を目

指す人にとっては制限となっている。 

●日常生活用具においては、訓練や説明が事前に必要なものがある。特に高齢者の方

はうまく扱えないというものがある。日常生活用具の例では、体温計や体重計のよ

うに、訓練や説明が必要としないものの方が良い。色々なトレーニングやレクチャ

ーが必要となる場合だと使わなくなる。多くの物は説明や訓練が必要ですぐには使

えないものであり、フォローアップや訓練のための訓練券のようなものを同時に考

えていくべきである。 

●対象品目の差異がある。自治体によって対象品目に差があるため、当事者に不公平感

が出るケースがある。また、日常生活用具の給付には、一人家庭でなければ給付しない

等の制限があることも理解しておくべきことである。 

●品目リストと実際の機器のイメージに関する課題 

日常生活用具の存在を知っていても、比較的商品名で知っていることが多く、行政の提

供している品目リストからイメージすることができない。その結果、制度の利用が進ま

なくなる。 

 

（3）その他 

（長岡委員より） 

●当事者が日常生活用具の種目を知らないことの課題 

東日本大震災のおり、被災した視覚障害者が音声時計を知らなかったということがあ

り、話題となった。 

●支援機器の実物にふれる機会の課題 

行政の窓口も名称は知っていても、実際に用具を見たり、扱ったりした経験がなく、当

事者にうまくつなげることが困難。 

●機器選択の判断情報に関する課題 

音声時計や音声体温計のような、比較的種類が絞られてくるものは選択しやすいが、拡

大読書器のように種類が多い場合、選択の際の情報、判断材料が乏しい。 
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●購入直後の生活で使用するための課題 

「日常生活用具」と謳っている場合、購入後の扱いも比較的簡単なものが求められる

が、購入して、すぐ活用できないものもある。日常生活用具を交付する場合、機器の

扱いについて、最低限の説明と実践ができるシステムを構築すべきではないかと考え

る。 
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2.2 聴覚障害と支援機器 

 

2.2.1 聴覚障害者における基礎的な知識 

 聴覚障害とは、単に聴力の損失状態のみをいうのではなく、音声言語を習得するための時

期である乳幼児期から聴覚損失状態にある者については、聞こえる乳幼児と同様に音声言

語を習得することに困難を伴い、視覚言語である音声元とは言語体系の異なる言語を用い

た療育がなされていることへの理解が必要である。そして、軽度難聴や人工内耳装用幼児に

おいても、視覚的な働きかけが重要であることが社会的に知られるようになっている。 

（1）聴覚障害者の特性について 

  聴覚障害者の障害の状態は多様である。 

  厚生労働省、社会・援護局障害保健福祉部作成（平成 25 年６月 28 日発行）の「平成

23 年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）結果」による

と、在宅の聴覚障害者の総数は 323,900人で、障害の程度は、１級:（3.0%） ２級:（48.5%） 

３級:（11.0%） ４級:（8.0%） ６級:（29.5%） と発表されているが、このうち 65歳以

上が 220,000人（68％）を占めている。 

  聴覚障害学（2009）では、聴覚障害とは何かその用語の定義について次のように記さ

れている。聴覚に関する困難性を現わす用語として、「聴覚障害」「聴力障害」「難聴」「ろ

う」など多様なことばが使われるが、それぞれが厳密に定義され、使い分けられているわ

けではなく、時代や国、障害に対する認識、立場によってさまざまである。 

  現行の身体障害者福祉法と障害者総合支援法で定められている聴覚障害に関する障害

等級は、最軽度で、両耳 70デシベル以上、または片耳 90デシベルで片耳 60デシベル以

上、最良聴取域における語音明瞭度 50%以下というものであり、申請して認定されると

身体障害者手帳が交付される。聴覚障害等級は２級から６級（５級はない）があり、言語

障害が伴う場合には、等級がひとつ重くなる。 

  生来の聴覚障害を持つ場合、多くが音声言語を取得することが困難で、聞くことと話す

こと、つまり会話を身につけていくことに大きな困難を抱えているが、聴覚障害のある乳

幼児の療育は、今日では、聴覚活用と視覚言語である手話やその他の視覚を積極的に用い

るようになっている。また、言語獲得以降の聴力損失者は、音声言語を視覚化することで、

日本語の使用は保たれ成長していく可能性が大きい。言語獲得期以前の３歳〜２歳前に

聴覚に障害がある場合には、手話などの視覚言語の環境になければ、言語活動を通して成

長するあらゆる面に支障が生じる。 

  聴覚障害者のコミュニケーション手段は、療育環境や保護者の意志によるところが大

きく、筆談・身振り・手話・補聴器や人工内耳・空書その他のサイン等、多様である。 

  また、言語障害には、単に発声ができないというだけではなく、言語の理解が難しいと

いう場合も少なからず含まれている。 

  一方、聴覚障害者の中でも、難聴という状態にいる者は、音声言語の会話の声が歪んだ
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り欠けることによって、会話聴取においてその内容が不足したり、誤った聞き取り、異な

った認識につながりやすい。 

  聴覚障害者の重要な意思疎通手段の一つとして「手話」があるが、2014年（平成 26年）

に我が国が障害者の権利条約を批准したことをうけて、手話言語条例が全国的に広がり

をみせ、手話は言語であるという認識が広がり、一般人にも手話を広める動きが活発にな

り始めている。しかしながら、現代においても、聴覚障害者が手話を意思疎通手段として

公的に習得できる場は少ないため、聴覚障害者の中でも、手話を理解し、日常的に用いて

いる者は相対的に多くはないという現状がある。 

  2015 年（平成 27 年）に行われた「情報アクセシビリティー・フォーラム 2015」で、

厚生労働省自立支援振興室の情報支援専門官は、意思疎通支援を必要とする者の状況等

を説明し、意思疎通手段として手話を用いる者は 18.9%にとどまると指摘している。 

（表４） 

  また、聴覚障害は外見や行動面だけでは、障害の有無や程度がわからないことが多いた

め、直接関わらない限り、障害を見過ごしてしまいやすいし、聴覚障害当事者も、人と関

わらずに、話をしなければ障害を知られることはないと考えている場合も少なくない。さ

らに、適切な言語環境が与えられない場合は、会話によって対人関係を築くことや集団に

適応すること、いわゆる社会性を身につけること、保つことに大きな問題を抱えやすい。 

 

表４ 情報入手コミュニケーション方法 (N=338 、複数回答)  

情報入手・コミュニ

ケーション方法 
補聴器・人工内耳  要約筆記  手話  その他※  

人数  234人  102人  64人  75人  

割合  69.20% 30.20% 18.90% 22.20% 

※筆談、代読、福祉機器やパソコン・タブレットの利用、携帯電話(スマートフォン)による方法  

等 

出典:平成 18年度身体障害児・者実態調査、平成 23年生活のしづらさ等に関する調査(全国在宅

障害児・者等実態調査)  
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2.2.2 聴覚障害者における支援機器 

  聴覚障害者が日常生活を営むにあたり、機器類が必要な場合、助成の対象及び助成額等

は身体障害者福祉法及び障害者総合支援法に定められている。詳細は各自治体が発行し

ている「障害者のガイドブック」「障害者のしおり」などを参照されたい。 

 

（1）支援機器の紹介 

以下の表５に主な支援機器について紹介する。 

 

表５ 聴覚障害における支援機器の例 

種目 機器の概要 

補聴器 難聴を発見したら速やかに補聴器を用いて音声言語を取得できるか、

理解できるかどうかを注意深くみていく必要がある。 

補聴器は身体障害者手帳取得者から助成が受けられたが、現在では軽

度難聴児に対して助成対象とする自治体も微増傾向にある。 

人工内耳 補聴器の効果が無い場合、内耳に電極を埋め込み、外部受信装置から

音を入れる手術をする方法である。 

文字伝達装置 商品としては FAX を指すことが多い。電話による音声会話が困難で

ある場合には FAXで連絡をとるためのものである。 

文字通信装置 テレビ放送などを文字で受診するための機器を指す。従来は目で見る

テレビとして親しまれた CS放送を受信する「アイドラゴン」は 2018

年 4月からはインターネットを媒体とする仕組みに移行。 

会議用拡聴器 会議の際に難聴者が聞きやすくするための機器である。 

屋内信号装置 非常警報装置、来客を知るチャイムや、ドアのノック、乳児の泣き声

など、家庭内におけるさまざまな音をしるための機器である。 

その他 自費購入であるが便利な機器 

〇ヒヤリングループを使用した機器 

磁気を利用した仕組みで、電話や補聴器に連動して聞こえの環境を

よくすることができる。 

・集団システム ・窓口用 

・個人用：タイループ、Mリンク、他 

〇スマートフォン等のアプリケーション 

・音声認識ソフト ・筆談アプリ 

〇赤外線ヘッドフォンシステム 

〇集音器 

〇難聴者用スピーカー など 
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（2）聴覚障害者の支援機器とリハビリテーションの留意点 

・聴覚障害の状況をよく把握し、どのような機器が必要なのか当事者とよく相談して、  

 実際に試してみることが肝要である。 

・難聴者が聞こえを取り戻したいという心理が強く働き補聴器を求めることも多いが、  

 感音性難聴など聞き分けの能力が低下している場合などは補聴器の効果が高くない 

ことも知っておく必要がある。 

・補聴器を購入する際は、医療機器であるということを忘れずに、必ず耳鼻咽喉科の診

断を受けてから認定補聴器店でよく相談し、フィッティングなどのアフターフォロ

ーに責任を持てるところとつながるとよいと思われる。 

・日常生活用具としてはさまざまな機器があるが、まずは聴覚障害者自身がこれらの機

器の存在や福祉サービスとして助成が受けられることを知らないことが大変多い。

支援にあたる者たちは、聴覚障害者の生活に踏み込んだ支援を是非展開していただ

きたい。 

 

2.2.3 聴覚障害における支援機器に関する現状と課題（議論） 

 

（1）聴覚障害者をとりまく現状について 

 

（森委員より） 

●聴覚障害の方は病理的、医学的に聴力の数字を基にした判断ではサポートを決めら

れないという要素が大きい。例えば同じデシベルを聞こえる人だとしても、意思疎

通の主な手段が音声日本語と手話とでは大きな違いがある。 

●高齢社会により、軽度難聴の人が存在する。 

●言語聴覚士は高次脳機能障害等のリハビリテーションに配置される傾向にあり、聴

覚障害者の生活支援として日常生活用具などの支援機器を知る人は少ない。 

●差別解消法は福祉だけの話ではなく、教育や文化など全ての分野にいきわたるべき

法律である。聴覚障害者の方がどこにいっても自分の持っているコミュニケーション

の方法でやり取りができる社会になっていかなければならない。 

●指標について 

高齢者だと聴力だけではなく、認知面にも留意すべき。 

目安となる指標はインターネットでも一般的に公開されている。生活音で人の話声の

デシベル、電話の音のデシベルなどが紹介されている。 

●緊急に対応を要するのは、眩暈と吐き気を伴うとき、急に聴力が落ちるとき等、受診を

すすめる。 
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（長谷川委員より） 

●おそらく子どものときから聴覚の障害がある人と高齢者の方では異なると思われる。 

●高齢者の補聴器については、補聴器会社でうまく使用されているかどうか不明だが、

経験上およそ半分以上うまくいっていないと思われる。 

●話ができない、会話が怖くなる、車の音が聞こえなくなり外に行けなくなる、それによ

り家に閉じこもらざるをえなくなるということが起こるであろう。しかし、補聴器の診

断がうまくいくと変わる。 

●難聴の程度ではデシベルが指標となっているがその他に日常の場面でヒントになるこ

とも重要である。この程度ならこの等級でいけるから、耳鼻科で判断すべきなど、医師

としても言いやすくなる。 

 

（2）支援機器の入手に関する現状 

 

（森委員より） 

●両耳 70 デシベル以下、または片耳 90 デシベル以下、60 デシベル以下の人、語音

明瞭度、言葉の聞き分けの能力が 50％以下をきらないと福祉のサービスを受給で

きないという決まり事になっている。 

●法改正後、難病の中での難聴である場合、医師の診断書があれば、地域の裁量に委

ねられる。 

●身体障害者手帳は、６級から始まり、５級がなく、４、３、２級となる。生まれつ

きの聴覚障害者の場合は発声が難しい方は言語障害の存在や、脳の問題により難聴

で生まれた方は、他の異常によって知的障害や発達障害、精神障害という形で言語

がうまく出せない人がいる。その場合、言語障害と合わさって１級になる場合があ

る。その等級に応じて支給される日常生活用具・補装具が異なる。 

●字幕装置を見るために以前はレコーダーという中継器が必要であった。それを選定

して設置していた。現在はデジタル放送化に伴い、普通のテレビで字幕は見れる。

テレビを福祉で購入できるかどうかは地域によって異なる。 

●火災報知器は聴覚障害者の場合は光や振動によるものや、今では匂いで知らせるも

のもある。非常時に、聞こえないから亡くなったという事例がある。 

 

（3）制度の活用及び支援に関する問題点 

 

（森委員より） 

●聞こえない人は自分から見ようとしないと情報が入らない。高齢の生まれつき聴覚

に障害を持つ方では、きちんと義務教育を受けていない人がおり、文字の理解がで

きない場合がある。 
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●一部手話は理解できるが文章での筆談が出来ない人がいる。そのため機器だけでは

なく人的資源も必要である。 

●メールなどで必要な電話を代行してくれる仕組みがある。手話でもできる仕組みが

ある。手話通訳を遠隔操作で受けられる仕組みが都内各地である。例えば上野駅の

総合案内にもある。 

●東京都では現在、18歳未満の児童には 70デシベルに満たない程度の難聴の場合で

も所得により補聴器の助成制度がある。 

●軽度難聴の人こそ補聴器が必要であるが、70 デシベルを切らないと補聴器の手当

が出ない。そうなるとご自身の経済力によってしまう。購入できない場合は社会参

加が妨げられてしまうケースもある。 

●70 デシベルに達せず、ただ帰されてどうしたらよいかわからないで、デパートな

どで高額な補聴器を買ってしまっているケースもある。 

●補聴器は医療機器のため、きちんと医療機関を受診すべき。耳の具合が悪くて難聴

になっていることを本人・家族も知る術がない。店員から言われるがまま補聴器を

購入しているケースもある。 

●耳鳴りや眩暈、ふらつき、聴力の日内変動、気持ち悪くなって頭痛や吐き気といっ

た症状を持つ場合もあることを知っておくべきである。 

●聴力障害により知力を発揮できなくなる。聞こえなくなると、何を言っているのか

わからなくなり、想像で考えるしかなくなる。人権の尊厳に関わる心理的な障害が

あるということを知らない人が多い。 

●日常生活用具の支給については家庭状況により支給が異なる。家族が常に横にいるわ

けではないのに耳が聞こえる家族がいると支給されないこともあるという課題があ

る。 

●聞こえない人は機器を使わない方も少なくない。必要とする人がどの程度いるか把

握していない。制度があるということを公にきちんと聞こえない人に届けるように

情報発信しているか。 

●火災報知器等は申請すれば非常事態のときに聴覚以外で知ることができるという

ことを知らない人が多い。 

●東京の場合、18歳未満の児童には 70デシベルを満たない程度の難聴の場合でも補

聴器の助成があるが、世帯が裕福だと支給されない。一定程度の所得の世帯に対し

て支給される。このことを知らない人が多く、福祉のことは福祉事務所へと言われ

てしまう。 

●聴覚障害の方は、連絡がきちんとできないことが多い。スマートフォンやパソコン

などの技術革新で恩恵を受けているが、そういうことができない聴覚障害者が多

い。その中にお年寄りも多い。そういう方には FAX を置いた方が良いという例が

ある。 
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●FAX に関する一部の事例では、FAX がたまって読んでいない。送信したと思って

いても相手が読んでいるとは限らない。聴覚障害者にはそういうことがあるだろう

と予測が立てられない支援者がいる。 

 

（内山委員より） 

●言語聴覚士には聴覚という名前が入っている通り、聴覚障害者に関わっていくべき職

種である。しかし、在宅復帰率がリハビリテーションに求められたころから、摂食嚥下

に関わる言語聴覚士が多い傾向にある。聴覚障害者への関わる言語聴覚士は少ない現

状がある。 

●失語症や構音障害といったコミュニケーション障害に関与する言語聴覚士より摂食嚥

下障害に介入する言語聴覚士が増えてきた。コミュニケーションや認知、高次脳機能障

害を適切に評価できない言語聴覚士がはたして摂食嚥下障害に関与できるのか疑問に

感じている。人材育成、教育の重要性を改めて感じている。 

●現在の理学療法士が小さな診療所、整形外科に勤務されていて、腰痛や骨折など様々

な症状に関わっている状況を言語聴覚士にも当てはめ、いわゆる町の耳鼻科のクリニ

ックに言語聴覚士が配置され、小児から高齢者の聴力検査や補聴器の装着などに適切

に介入できる時代になって欲しいと思っている。これが地域包括ケアにおける言語聴

覚士の果たす役割の一つだと考えられる。言語聴覚士の耳鼻科クリニックの雇用促進

に向けて施設基準の一部を変えてもらえるように厚生労働省には要望書を提出してい

る。 

●先天性の聴力が不自由な方、中途で耳が不自由になった方、高齢者の難聴にどう関与

するのかが今後の課題である。データでは 70歳以上の高齢者の約７割が難聴とあり、

そのうちのほとんどが外出をしなくなる。国が活動と参加と言っているなかで外出が

できない。閉じこもりとなり、認知症になるリスクが高いと世界中で報告されている。

認知症予防という観点からも言語聴覚士が関わっていきたい。 

●山梨県の例では、リハビリテーション専門職とケアマネジャー協会との合同研修会に

おいて、訪問調査の際にテレビの音が大きい、質問に何回も聞き返しがある場合は、耳

鼻科の受診を勧めて欲しいと介護支援専門員に伝えている。 

 

(安保委員より） 

●川崎では補聴器は更生相談所に来ないと支給が出ないしくみである。 

●市販で購入する方が多い。高額なのでリハビリテーションセンターに相談があれば紹

介している。 

●相談に来る方の多くは情報を持っていない。障害者の相談支援センター、ケアマネジ

ャー、利用者の第一窓口になっている人は生活の支援をしているが、補聴器等の支援機

器に関して専門知識はほとんど持っていないと思った方がよい。 
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（高松委員より） 

●滋賀県リハビリテーションセンターでは更生相談機能を有し補聴器の判定を行ってい

る。その場面では、本人と業者間で既に話が決まっていることがよく見受けられる。機

器は多機能で、高額な物が多く選ばれている。高齢者にそこまで高機能が必要なのかど

うか疑問が生じる場合がある。 

●判断する行政の中には、高齢者の部署には（滋賀県においても）理学療法士・作業療法

士がいることが多いが、障害に関しては専門職がおらず、行政の中で判断できる人がい

ないのが現状である。 

●更生相談においても、行政職で判断をしている点から、本質的な部分が判断できない

という課題がある。 

 

（長谷川委員より） 

●内科の医師等に制度の活用を含め、どう伝え、知ってもらうようにするべきか考える

必要がある。医師は町の補聴器屋とドッキングしていることが多い。しかし、個人負担

が減ることはあまり知られていないのではないかと思われる。 

 

（渡邉委員より） 

●横浜市の例では先天性の難聴の方に対して言語聴覚士が関わり、聴覚障害者情報提供

施設にて、情報を提供したり、こういう人（支援してくれる人）がいたりするという情

報を提供している。 

●物の適応は決まっている。基準は決まっているが、実際には使われていない。生活にも

う少し踏み込んでどういう場面で使われているかをみるべき。現場をみて判断してい

くことが重要であると感じる。 

●用具のフォローアップでは、用具を選んだ人が最後まで責任を持つべきだと思う。受

け渡すのではなくて、選定した人が環境を見ていくことでそのノウハウが蓄積される。

そういう意味では最後まで見るような仕組みの方が良いと思う。 

●更生相談所や市役所の方が最後まで関わる仕組みが必要と思う。 
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2.3 肢体不自由（体幹・下肢・上肢障害）と支援機器 

 

2.3.1 肢体不自由に関する基礎的な知識 

（1）体幹の障害 

  体幹機能障害は、脊髄損傷や頚椎損傷の後遺症などによる体幹（頸部、胸部、腹部

及び腰部）の機能障害により、体位の保持等に困難を生じるものがあげられる。その

多くは体幹のみならず四肢にも障害が及び、特に下肢との重複障害を持っている方が

含まれている場合がある。 

（2）下肢の障害 

  下肢の障害においては、概ね、両下肢か片方の下肢の障害が分類されるものと機能

不全か欠損かに分かれてその障害度が区分されている。 

  機能不全に関しては、不良肢位や股関節、膝関節、足関節の可動域が制限される場

合、筋力の半減や消失などによる機能障害があげられる。また、欠損については、そ

の失った部位（指や関節等）で障害度が区分されている。 

（3）上肢の障害 

上肢の障害では、生活の不便さにつながることがあげられる。 

人は道具を操作することで、文明を発達させた。その中で、食事、排せつ、入浴、

更衣、整容といった生活動作は移動とものの操作が必要である。 

ものの操作は上肢で行うが、一方で固定し、一方で操作といった両手で行うことか

ら、一側の上肢の機能障害は多くの生活の場面において不便さをきたす。  

 

2.3.2 肢体不自由に関する特徴について 

（1）体幹・下肢障害における影響 

下肢・体幹障害では、姿勢に影響を及ぼす。 

・下肢障害では、立位・歩行時において体重の支持が困難となることがあり、日常

生活において、歩行等の移動が困難となる。  

・移動（歩行）が困難となることで、生活範囲の狭小化を招くことにもつながる。  

・障害が重度になると、寝返りや起き上がりなどの動作に影響を与える。  

・体幹障害では、食事などの動作に影響を及ぼすことがある。 

・トイレやベッド、その他居室や玄関等における乗り移り（移乗）が難しくなり、

家族の介助負担なども考慮する必要がある。 

  ・支援機器を利用する人では、歩行など、移動することが困難となることで、車い

すなどの支援機器を利用する場合が多いが、下肢装具や義足、車椅子、座位保持

装置に関して精通していないという課題がある。  

・支援機器の破損などの認識が低く、機器との不適合が生じることや、破損などが

あっても使用し続けていることがある。  
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・破損や故障を認識しても、どこに相談して良いのか知らない場合がある。 

・医療機関などが、関わっていない人の場合もある。 

（2）上肢の障害における影響 

ものに手を伸ばす、触れずに手をとおす、握る、つまむ、固定する、押す、触る、

はなすなど多様で、肩、肘、手等の関節の複合的、協調的な動きからなり、上肢の機

能障害はこれらの機能の障害で、ものの操作を伴う日常生活動作、日常生活関連動作

が困難になることが特徴である。 

 

2.3.3 肢体不自由者における支援機器 

  導入の必要性については、体幹・下肢障害者では、移動範囲が狭小化することで、

QOL（生活の質）が低下しやすく、移動手段を確立するための支援機器を利用すること

で、外出や就労など、生活範囲が広がることにつなげることができる。また、上肢障害

者では、生活の不便さの緩和、取除き、在宅生活の継続のために、機能低下の特徴

（上肢を構成する部位の欠損、運動麻痺、感覚麻痺等）に対応した支援機器の利用

は、上肢の機能を補填、補完、効率化・省力化することにつなげることができる。

それには、障害の重症度、残された機能、また用途や使用する環境によって異なってく

る。また、導入した後も身体機能や日常生活動作の変化により、その方の生活状況や機

器の使用状況が変わってくることも想定されるため、その状況に応じて、どのような機

器が適正か、選択することが必要となる。 

 

（1）支援機器の紹介 

支援機器の例と併せて不具合等の気づきを促すポイントについて表６に示す。 

  使っている義肢・装具が合わなくなってきた場合、体重の増減や筋力の衰え、筋肉の

緊張が強くなってきた等の身体の変化が要因となっていることがある。 

そのため、体重の増加やむくみによるくい込み、傷や発赤、ぶかぶかしていて不安定で

ある、踵が浮いたりしていてしっかり足が奥まで入らない、いつもと異なる違和感があ

る、などの何らかの異常がみられることがある。 

支援機器を継続的に活用するには、定期的なチェックをすることが重要であることを

知ってもらうことも重要である。 
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表６ 支援機器の例 

名称 代表的な例 チェックポイント 

歩行補助杖 

松葉杖、ロフストランド

杖、カナディアン・クラッ

チ 

など 

・長さは適切か 

・握りに破損がないか 

・杖先端の先ゴムが擦り減っていいないか 

・歩行が不安定ではないか 

歩行器 

固定型、交互型、二輪型、

四輪型（腰掛つき） 

など  

・高さ、幅は適切か 

・用いたい場所で使用できているか 

・歩行が不安定ではないか 

車椅子 

普通型 

（リクライニング式、ティ

ルト式、リクライニング・ 

ティルト式） 

 など  

・動線上や使いたい場所で使用可能か 

・装着品は身体のサイズに合っているか（背もたれ、座面の

高さと幅、座面の奥行き、肘置き、フットプレートの高さ

など） 

・背もたれ、座面の張りは適切か 

・背、座シートは固定されているか 

・背、座クッションは装着されているか 

・ブレーキのゆるみ、タイヤの空気圧、ネジ・ナットなどの

ゆるみはないか 

・フットプレートの取り付けや向き 

・まっすぐに走るか 

・臀部や背中にしびれや痛みがないか 

・電動駆動装置は正常に作動するか 

下肢装具 

金属支柱付短下肢装具、 

プラスチック短下肢装具 

など 

・マジックベルトの接着力が弱くなっていないか  

・支柱が曲がっていないか 

・継ぎ手のネジが緩んでいないか 

・靴底 が擦り減っていないか 

・プラスチック足底裏の滑り止めがはがれていないか 

・プラスチック部分がヒビ割れていないか 

義足 

大腿義足 

（骨格構造型、殻構造型）、

下腿義足 

など 

・足部がヒビ割れていないか 

・義足が緩くなっていないか 

・窮屈になってきていないか 

・関節部分や足部から音がしていないか 

・立位や歩行で不安定感を訴えることはないか 

体幹装具 

軟性コルセット 

(胸椎、腰椎) 

など 

・マジックベルトの接着力が弱くなっていないか 

・身体にフィットしていない 

・支柱部分が破損していないか 

・支柱が 布を突き破って出ていないか など 

座位保持装置 

平面形状型 

モールド型 

シート張り調節型 

など 

・使用したい場面で使えているか 

・使用者が安楽そうにしているか 

・フレームに歪みは無いか（土台が安定しているか、部品の

緩みなどがないか） 

・フレームの大きさやベルトの長さが身体のサイズに適合し

ているか（圧迫やそれに伴う痛みや痺れが生じていないか、

あるいは体重減少などによりサポートが不安定になってい

ないか、また呼吸や飲食を妨げていないか） 

・背もたれや座面のクッションは適切に固定され支持は良好

か（臀部の特定の部位に圧迫などが無いか、体が適切にサ

ポートされているか） 

・リクライニングやティルト機構などが正常に使えるか 

・ヘッドサポートによる頭部のサポートは充分か（高さなど

に問題はないか） 

・キャスターの動きは良好か（スムーズに動かすことが出来

るか） 

・ブレーキの効きに問題は無いか 
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表６ 支援機器の例（続き） 

名称 代表的な例 チェックポイント 

移動用 

リフト 

可搬型階段昇降機 

レール式リフター 

など 

・利用時の操作、説明は十分か、理解しているか 

・転落防止について十分確認できているか 

・吊り具に破れ、破損はないか 

・充電方法は理解できているか 

・介助者が楽に使用できているか 

・介助される方が楽そうか など 

義手 

肩義手（装飾用・作業用・

能動式） 

上腕義手（装飾用・作業用・

能動式） 

肘義手絵（装飾用・作業用・

能動式） 

手義手（装飾用・作業用・

能動式） 

手部義手（装飾用・作業用） 

筋電義手 

など 

下肢装具の「義足」と概ねチェックポイントは同じ 

 

上肢装具 

肩装具、肘装具、手背屈装

具、長対立装具、短対立装

具、把持装具、ＭＰ屈曲（伸

展）装具、指装具 

B.F.O（食事動作補助器） 

など 

・下肢装具と同じ概ねチェックポイントは同じ 

・原因となる疾病の変化、成長等身体の変化、補装具が体に

触れる部分の痛み、発赤、擦り傷の出現などがないか 

情報・通信支援機

器 

・障害者向けのパーソナル

コンピュータ周辺機器 

・アプリケーションソフト

など 

・使い勝手が悪くなる、不自由になる、できなくなったりし  

ていないか 

・使いづらくなった、使えなくなったことにより日常の生活

動作の変化が起こっていないか 

自助具 

自助箸、角度付きスプーン

やフォーク、万能カフ 、自

助食器。歯磨き具、太柄の

櫛やブラシ、カフ付き髭剃

り、台付き爪切り、改良衣

服、ボタン掛け、ソックス

エイド、蓄尿袋、バルーン

ホルダー、座薬挿入器、清

拭具、ボディーブラシ、ル

ープ付きボディータオル 

など 

・使い勝手が悪くなる、不自由になる、できなくなったりし 

ていないか 

・使いづらくなった、使えなくなったことにより日常の生活

動作の変化が起こっていないか 

 

（2）支援機器の支給等に関する助成 

支援機器の助成制度には、日常生活の向上を目指すための補装具（身体障害者手帳で

作製する更生用装具）として申請するものと、市町村が実施主体となって障害者等の日

常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与する日常生活用具給付等事業が

あり、下肢・体幹障害の場合、Ｔ字杖や移動・移乗支援用具、入浴や排便の補助用具、

特殊寝台などの用具が給付又は貸与されるほか、住宅改修費が補助される場合がある。 

また、介護保険の要介護者または要支援者で、かつ身体障害者手帳を持っている方の

場合、介護保険での貸与される福祉用具のうち、補装具においても同じ品目（車いす、
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歩行器等）の場合、標準的な既製品で対応できる場合は介護保険法に基づき貸与され、

医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に合わせて個別に対応すること

が必要と判断された場合は、障害者総合支援法に基づく補装具費として支給されること

とになっている。これら助成に関する取り扱いは市町村によって異なるため、事前に問

い合わせることが必要である。 

 

以下、補装具（義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、車いす、電動車いす、歩行

器、座位保持装置）における相談から支給までの流れの概要を以下に記す。 

なお、健康保険で作製する装具（医療用装具）は、疼痛緩和や機能回復等の治療用の

もので、上記補装具とは異なることを知っておきたい。 

①相談 

市町村窓口に相談 

②準備 

必要な書類： 

・医学意見書・処方箋（15条指定医師または更生相談所の巡回相談） 

・見積書（業者から） 

・申請書・印鑑・身体障害者手帳 

③申請 

市町村窓口へ 

④支給決定 

⑤引渡し 

決定通知書・支給券が自宅へ届く 

業者へ支給券を提出+自己負担金 

補装具作成、引き渡し 

（参考：滋賀県リハビリテーションセンター発行のリーフレット「相談から支給までの流れ」より抜粋） 
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（3）支援機器活用のためのノウハウについて 

・支援機器は、利用する方の特徴（体格など）や障害の特性、その重症度に応じて適

切なものを選択する必要があり、不適切な物を選択すると日常の生活に影響を及ぼ

すだけではなく、二次的な障害の発生を招く場合がある。特に、下肢・体幹障害の

場合、移動手段を失うことで日常の生活範囲の狭小化を招き、生活の質の低下を引

き起こす。そのため下肢・体幹障害における支援機器では、利用者の痛みの訴え、

通常使用している時の姿勢や歩容との違いなどに注意を払い、また支援機器の状態

のチェックを小まめに行うことを推奨する。特に、新しく支給された補装具を使い

始めたときのフィッティングの状態、また、長い期間使用している場合には、破

損、摩耗、ネジの緩みなどの確認、利用される方の身体状況、障害の変化などもチ

ェックすることが望まれる。 

・補装具は、日常生活を補助するものであり、身体との適合に加え生活環境やスタイ

ルとの適合も重視します。目的とする場所で使用できているのか、生活まで観察す

ることが必要である。 

・障害者総合支援法（身体障害者手帳）で支給される支援機器には目安としての対応

年数が設定されている。また、支給後一定期間の破損などは無償での修理対象（保

障）となる場合があることも理解しておく必要がある。 

・フォローアップは支援機器の支援者・提供者が行うことを原則である。 

・リフト等の導入では、場合により非常に使いにくいことから、導入しても、人の

手で介助している事も見受けられる。体幹・下肢の機能障害の方では、その方の

身体機能以外にも介護力、住環境等を見ながら適切な機器選定が必要となる。 

・介護保険のレンタルの場合と比べ、手帳での支給決定には時間を要する。機器が

支給される時点で身体機能が変化している可能性も想定しておくとよい。 

・移動用リフトの導入後のサポートでは、福祉業者が実施する。介護保険レンタル

の場合では定期的メンテナンスがあるが、障害者手帳で購入する場合、基本的に

定期メンテナンスがない。中には自費メンテナンスの契約を行う場合があるが、

修理費用まで制度的に対応していないことが多く、市町村に事前に問い合わせを

行う必要がある。 

・手帳を持っている人の支援機器の導入においては、情報が行き届いていないこと、

フォローアップの体制が弱いことが課題としてあげられており、それを補うため

に導入前から専門的に関われる機関や関係者と事前に顔をつなげておくことで、

支援機器の適正な活用につながる。 
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（4）補装具作製に係る課題についてのまとめ（高松委員より資料提供） 

補装具作製に関わる人物および機関毎に挙げられる課題について以下に示す。 

 

利用者(患者) 行政窓口
(障害福祉担当課)

支援者
（ケアマネージャーなど）

リハビリテーション専門職
（PT・OT・ST）

更生相談所

制度

医師

補装具取扱業者

 

図２ 補装具作製に関わる人物および機関 

 

以下、図２に沿って、各職種における課題を以下に記す。 

 

＜医師＞ 

・補装具費支給意見書を作成する要件を満たしていても、補装具に関して精通して

いる医師が少ない。 

・利用者（患者）の生活状況までを把握して補装具を処方する医師は限られる。 

・補装具費支給意見書の記載内容が不十分であることや、画一的な内容であること

が多い。 

＜リハビリテーション専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）＞ 

・補装具作製に係る制度に関して精通しているセラピストが少ない。 

・病院などの医療機関以外に従事するリハビリテーション専門職については、補装

具作製に関わる機会が乏しく、利用者（患者）の状況に応じた補装具作製ができ

るか疑問点がある。 

・生活期に関わることが多い介護保険領域のリハビリテーション専門職の中には、

利用者（患者）が利用する補装具に問題が起こっている状況にあっても、関与で

きていない場合がある。 

・医療保険制度では、外来でのリハの機会が乏しくなる中で、補装具作製後のフォ

ローアップの機会が無い。 
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＜行政窓口（障害福祉担当課）＞ 

・補装具に関して精通している専門職が配置されていないことから、技術的な相談

に対応できない。 

・行政職により補装具の相談・作製など制度利用に係る対応にあたっているが、人

事異動などにより一定期間で担当者が変わってしまうことから、知識・技術の向

上が図れない。 

・利用者の情報について、身障サービス等の利用状況の関わりの深さにより、生活

状況の詳細な把握に相違があり、更生相談所への判定依頼時における情報量が少

ないことがある。 

＜利用者（患者）＞ 

・補装具の制度利用に関して精通していない。 

・補装具の破損などの認識（気づき）が低いため、破損などがあっても利用し続け

ている状況にある。 

・たとえ破損や故障を認識しても、どこに相談していいのか分からないでいる。 

・初回の相談先として、取扱業者または行政窓口が多く、医療機関や専門職との関

わりが少ない。 

＜支援者（ケアマネージャーなど）＞ 

・制度が違うことから、補装具の制度に関して精通しておらず破損や故障を認識し

ていても、どこに相談していいのか分からないでいる。 

・補装具の破損や故障が、利用者（患者）の身体機能や生活に影響を与えることへ

の認識が低い。 

＜補装具取扱業者＞ 

・利用者本人の身体や生活状況に対し過剰な装備の補装具を申請する場合がある。 

・補装具の支給の段階で補装具の説明、特に日々のチェックの方法や、破損・故障

に関する説明、また破損や故障が生じた場合の対応方法への説明が十分ではな

い。 

・再作製などの場合については、医師やリハ専門職がかかわることが少なく、利用

者（患者）の状態変化などを確認することなく作製が進められることがある。 

＜更生相談所＞ 

・更生相談所によっては、補装具の判定に関わるリハ専門職の配置が不十分なこと

がある。 

＜制度＞ 

・介護保険制度の利用による福祉用具にて、身体および生活状況への適合に十分な

場合でも、補装具として申請される場合がある。 

・医療保険制度では、外来でのリハの機会が乏しくなる中で、補装具作製後のフォ

ローアップの機会が無い。 
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2.3.3 肢体不自由者における支援機器に関する現状と課題（議論） 

 

（1）支援機器の入手ルートに関する現状 

 

（高松委員より：主に体幹・下肢装具について） 

●医療機関に入院している方の補装具に関しては、医療保険で治療用装具、仮義足な

どを作製される。下肢装具では退院後もそのまま使用される場合があるが、状態の

変化に応じて身体障害者手帳の認定を受け、手帳により補装具（更生用装具、本義

足）を作製される。また、日生具については、退院前に退院前訪問などを通じて、

その方に必要な日生具があれば、退院前カンファレンスなどを通じて退院後に関わ

る支援者を通じて利用に向けた手続きを行ってもらうこととなる。 

●在宅の方については、特に補装具に関して、ご本人で必要性の判断、必要な物の選

定が出来ないため、繋がるケースは少ない。また在宅で関わっている支援者がいた

場合においても、その必要性が見出せる支援者は少ないものと思われる。訪問リハ

ビリテーションなどで関わっているセラピストにおいても、医師からの指示がない

場合には、必要性があっても積極的に関与することが少ない状況にあると聞く。 

●日常生活用具については、入院から在宅復帰時においてはソーシャルワーカー、在

宅生活においてはケアマネ―ジャーの助言により市町窓口への申請に繋がること

が多い。また、市町が発行する「手帳のしおり」や市ホームページをみて制度利用

ができるか問合せがある。本人がインターネットの情報により対象用具を探し当

て、問合わせする場合がある。 

 

（安保委員より：主にリフター等、移動・移乗支援機器について） 

●リフト等の取り扱いにおいて、介護保険対象者は介護保険レンタルでの対応とな

る。要介護２以上でないとレンタルはできないが、両下肢、体幹機能障害であれば

要介護２においても支給されると思われる。その上で手帳での対応になるが、障害

者総合支援法の中の市町村生活支援事業の必須項目の日常生活動用具（厚生労働省

告示第 529号）の中から支給になる。この項目は市町村事業であり、市町村によっ

て取り扱いが異なる。 

●リフトを支給するには「移動用リフト」という項目で支給されることが多いと思わ

れるが、対象者（手帳等級で決めているところが多いと思われる）や給付金額も各

市町村で違うため、どの程度補助されるか不明である。 

●日常生活用具とは別に各市町村単独事業で給付を対象にしている市町村がある。こ

れは各市町村によって、あるところもあれば全くないところもある。無い市町村で

は介護保険レンタル業者から自費レンタル（10 割自己負担）か、全て自己負担で

購入することになる。 
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●例えば川崎市においては、「やさしい住まい推進事業」という市単事業があり、こ

の中で自立促進用具・移動用リフトという項目で、上限 100万円（世帯収入によっ

て自己負担額が変わる）の補助がある。 

●リフトを手に入れるルートとしては、業者からとなる。ここでの課題は、リフト自

体は業者に依頼すれば導入できるが、リフトの種類はその事業者が取り扱っている

ものが入る事になる。つまり取り扱いがないものは情報が入らない。そのため利用

者、介護者はその情報の中から選定していくので選びようがないことにつながる。 

●両下肢麻痺、体幹機能障害の方であれば、その方の身体機能以外にも介護力、住環

境等を見ながら適切な機器選定が必要になる。スリングシートも同様である。場合

によっては非常に使いにくい機種が入っている事もあり、使い勝手が悪いため、人

の手で介助している事も多いと思われる。 

 

（2）制度の活用及び支援に関する問題点 

（高松委員より：主に体幹・下肢装具について） 

●再作製の場合には、リハビリテーション専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴

覚士）が関わる機会があると良い。一方でリハビリテーション専門職のスキルを担

保する必要がある。                                                       

●支給時に補装具の取扱、破損時などの対応、また相談先などの説明を取扱業者やセ

ラピストが丁寧に行うこと。 

●身体障害者手帳の所持（見込みを含む）および難病等による補装具費の支給制度を

利用することができることを周知していく必要がある。 

支給時に、補装具の説明（装着方法やメンテナンスの方法、また破損しやすい箇所

など）が十分になされていないため、補装具に不具合等が生じていても、そのまま

使用されている場合がある。（金属支柱付短下肢装具、あるいはゲイトソリューシ

ョンなどで継ぎ手のねじの紛失、可動性の調整不良などが散見された。） 

●特に在宅ではリハビリテーション専門職以外で支援に関わる関係者に、補装具への

確認する意識が乏しい。 

●不具合があっても、どのタイミングで誰に相談をして良いのか患者ご本人が認識さ

れていない場合が多い。 

●下肢装具などで再作製される場合は、同じ物をということでご本人と取扱業者間で

のやり取りとなることがあり、リハビリテーション専門職の関与がないまま作成さ

れる場合がある。 

●義足では、生活上の必要性が高いため、ご本人が義足の装着感に対して敏感であり、

取扱業者と比較的蜜に関係している場合がある。しかし、義足ではパーツ毎に対応

年数が違い、業者とのやり取りの中で、部品交換がされることがあり、リハビリテ

ーション専門職による歩容のチェック等が無いままに使用されている状況にある
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可能性がある。 

●身障サービスにおける福祉用具等の利用に際し「相談先がわからない」ことや、支

援者（ソーシャルワーカー、ケアマネ、セラピスト等）においても制度理解が不十

分なことから制度利用にうまく繋げられないことがある。 

●事務処理のうえでサービスの支給決定や用具の利用開始までに時間を要する。 

●用具の導入に際し、支給の判定・判断において、すべての用具が医師や専門職によ

り選択されたものではないことから、適合状況に不安がある。 

●利用開始後において、身体および生活状況と用具の不適合についてはフォロー体制

が存在せず、支援者や業者頼みになっている。                                                        

 

（安保委員より：主にリフター等、移動・移乗支援機器について） 

●リフト選定に関するサポートは訪問リハビリテーションのスタッフや病院スタッ

フが出来れば良いと思いますが、個人的には、その環境が無いと感じています。訪

問リハのスタッフや病院関係者は在宅でのリフトのイメージが付きにくい事、関わ

る事が少ないと思われる事、機種やスリングシートの選定に際し情報や知識が少な

く、取り扱っている福祉業者の情報が頼りになっていると思われる。 

●川崎市や横浜市では、この辺りの専門的支援に「在宅リハビリテーション事業」が

存在し、その方の身体機能、住環境、介護力などを総合的に判断し適切な福祉機器

の選定を実施している。 

●リフト等機器のサポートの関しては、福祉業者が実施する。介護保険レンタルでは

メンテナンスも含めて実施するため安心であるが、障害手帳で取得した場合は、購

入となるため定期的なメンテナンスはない。自費で契約するか壊れた時に修理する

が、この修理費も自費になっている事が多いと思われる。修理費用まで制度対応し

ていないところが多いと感じている。 

●支給決定には時間を要する。介護保険レンタルであれば極端な話、翌日から導入可

能であるが、手帳での支給の場合、申請して市町村で決定後、物を発注して導入に

なる。機器の導入については、できれば体を専門的にみられる理学療法士等がその

方にあったリフトの選定が出来ると良いと思われる。 

●相談に来るセラピストの中には、情報がない事で、その機器しかないと感じている

人も多くいる。ケアマネジャーにおいても業者任せになりやすいことが想定され

る。 

●導入後のフォロー体制も弱いと思われる。定期的に訪問リハビリテーションなどで

介入されている場合は良いかもしれないが、そういう人ばかりではなく、何となく

使いにくくなってきたと思いながらも使い続けている人がいると思われる。専門的

に関われる機関や機能が必要である。 
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（3）どんな情報を発信すると支援機器の有効な活用となるか 

 

（高松委員より：主に体幹・下肢装具について） 

●紙面の場合、許される範囲に限界があり、それぞれの支援機器について事細かに記

載することは難しい。特に在宅におけるリハビリテーション専門職以外の支援者

が、補装具を利用している利用者の訴え、あるいは使用している補装具の破損、ま

た、利用している際にいつもと違う動作に気付くなど注意の意識を促し、取扱業者

をはじめ医師やリハビリテーション専門職に繋ぐ必要性を認識できる情報を提供

する必要があると考える。 

 

（安保委員より：主にリフター等、移動・移乗支援機器について） 

●情報が行き届いていない課題を踏まえて、広く周知するためにも、それぞれの担当

者が専門的に関わっており、チームアプローチが重要である。例えば、リフトの導

入に関しても介助者が使えないと意味がなく、単に移乗が困難なのでリフトを導入

しようとなる事も少なくなると思われる。 

●必要な状況やその方のニーズをとらえ調整していくためには、ケースワーカー、ケ

アマネジャーなどのマネジメントを行う人がいる事や、実際に介助に入っているヘ

ルパー等は日常の情報を持っている。リハビリテーション専門職はその方の身体機

能や機能を生かした動作方法を探す。福祉業者はその物の知識は豊富にあり、それ

ぞれの良さを生かしながらチームで検討して選定していくことが必要であり、さら

にそれでも困ったときの専門機関の関わりが必要だと感じる。 

●リフトは経済的な補助がないと導入につながらない。また、介助者の意識の変革も

必要である。福祉機器を導入することで手間が増えることは確実であり、その有効

性や介護負担軽減に繋がることなどの啓発が必要ではないか。 
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2.4 音声・重度障害によるコミュニケーション障害と支援機器 

 

2.4.1 音声・重度障害によるコミュニケーション障害に関する基礎知識 

 

（1）障害の概要 

  音声・重度障害によるコミュニケーション障害は、脳損傷による麻痺、進行性の神

経・筋疾患によって、話す、書く等の相手に意思を伝えることが困難となる障害であ

る。 

代表的な疾患である ALS（筋萎縮性側索硬化症）は、手足の筋肉が麻痺して、動き

にくくなる（運動障害）、舌や喉の筋肉が弱くなり、飲み込みやしゃべることが難し

く（嚥下障害、コミュニケーション障害）なってくる。症状が進行してくると、呼吸

障害が加わります。呼吸筋がさらに弱くなり、自発呼吸が困難になった場合は、人工

呼吸器が必要となります。ただし意識や感覚、知能は正常に働いている。 

 

（2）障害における支援機器の導入の必要性 

意思疎通の手段が障害されたことによって、地域社会、家族友人、定期的に提供さ

れるサービス担当者に理解してもらうことが難しくなると、その人らしさを発揮して

生活をすることが難しくなっていく。 

  コミュニケーション支援のための機器は、手指や全身の機能（力が入りにくい、わ

ずかに動く、全身が全く動かない等）と利用者の意思を伝えるニーズ（意思を伝える、

音声で伝える、連絡を取りたい等）によって、その手段を段階的に選択していくこと

が望まれる。 

 

2.4.2 音声・重度障害によるコミュニケーション障害における支援機器 

 

（1）支援機器の入手ルートについての現状 

 

（内山委員より主に重度障害におけるコミュニケーション支援機器について資料提供） 

●支給判定 

支給判定は、当該対象者に対して、意思伝達装置を補装具として支給することが適

切か（指針の要件が満たされているか）を確認するもので、申請時の身体状況が指針

における対象者（重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者（難病患者等については、

音声・言語機能障害及び神経・筋疾患）に該当するかどうか）を判定する。 

 「筋萎縮性側索硬化症等の進行性疾患においては、急速な進行により支給要件を満

たすことが確実と診断された場合は、早期支給を行うように配慮する必要がある」平

成 25 年 2 月 12 日自治体担当者会議資料 P97）と示されているように、障害原因が
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急速な進行である場合には、十分な留意が必要となる。 

 しかし、原則として、要件を満たさない対象者への支給や、制度の趣旨に合わない

機器は、本人にとって有効であっても、補装具費の支給対象外となる。 

 

●判定方法 

指針では、書類判定が可能とされているが、指針の趣旨は、直接判定を必要に応じ

て行うことを否定するものではない。意思伝達装置の判定において、当該対象者の状

態や使用環境、身体適合性を詳細に確認する必要がある場合には、直接判定を行うこ

とが必要と考える。 

直接判定には、身更相まで直接判定を受けに行くこと（以下、来所）、または身更

相が最寄りの会場を設定し、会場まで判定を受けに行くこと（以下、巡回）、それら

が困難な場合は、身更相職員（医師、理学療法士、作業療法士等）が、自宅や施設ま

で訪問すること（以下、訪問）での判定方法があります。どの判定方法であっても、

できれば市町村職員が同行することが望ましいと考えられる。 

 既に、補装具にて意思伝達装置の支給を受けている方からの、再支給の申請や、ス

イッチ適合が不要な修理申請においては、直接判定でなくても、書類判定で十分に対

応できると考える。しかし、補装具費として新規の申請の場合には、当該対象者の使

用環境を知り、その条件下での評価のためにも、直接判定（訪問等）を行うことや、

保健師などとの連携が望ましい。 
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表７に、直接判定と書類判定の特徴について記す。 

表７ 直接判定と書類判定の特徴 

  直接判定 書類判定  

メ 

リ 

ッ 

ト 

・利用者の状態や生活困難性を、身更相

担当者が確実に把握できる。事前に市

町村との調整が行われることから、生

活状況や利用状況も把握できる。 

・障害の状態や生活の状況等の確実な把

握により公正・適切に判定可能。 

・デモ機などがあれば、その場で最低限

の適合評価（操作可否の判断）も可能

となる。 

・直接判定（来所、巡回）の場までの移

動が著しく困難な利用者であっても、

判定が可能である。 

・書類が整えば、日程調整が不要で申請

から判定結果が得られるまでの期間

が短い。 

デ 

メ 

リ 

ッ 

ト 

・地理的に身更相が遠い場合、移動自体

が困難な場合がある。 

・日程調整を含め、判定結果が得られる

までの期間が一般的に長い。 

・利用者の障害の状態や生活の状況の把

握が不十分な場合、適合しない機種や

スイッチが支給される可能性がある。 

・地域のリハビリテーションセンター等

の専門的医療機関との連携がなけれ

ば、適合判断（スイッチ処方等）など

が適切でない場合もある。 

・生活状況の確認作業等で、行政機関間

のやりとりが円滑でない場合には、か

えって時間がかかる場合がある。 

 

このほか、 

・真に必要な人には速やかに支給し、不要な人には支給しないことを適切に判断す

るためにも、書類判定だけでは困難と思われる場合は、直接判定が必要である。 

・真に必要かどうかは、本人の身体状況のみで判断できず、本人や家族の生活状況

等の社会的背景を考慮した上で、見極める必要がある。 

以上を踏まえ、安易に書類判定とせずに、直接判定も視野に入れることで個々の対

象者への適切な支給が促進されます。 

  なおデモ機に関しては、取扱業者に依頼することが多いが、操作スイッチの適合は、

業者はノウハウが蓄積していない現状もあり、専門的な技術的知識を有する、身更相

の職員、若しくは病院の理学療法士、作業療法士等が、身体状況等の評価を行った上

で、適切な操作スイッチを選定することが重要である。 

 



37 

 

●判定の流れ 

＜直接判定の場合＞ 

・障害者が意思伝達装置の申請について市町村に相談する。 

・市町村は在宅訪問等による調査を行う。 

・ 障害者が申請を希望する場合は申請書類一式を市町村に提出。 

・ 市町村は身更相と判定の事前調整を行う（事前に調査書の記入ができるよう準

備）。 

・身更相が判定日を調整の後、市町村に連絡し、市町村から申請者に判定日を通知。 

・身更相への来所、巡回会場への来所、身更相による訪問のいずれかの方法で申請者

と面談し、身更相が判定を行う。 

・身更相は、申請者、市町村、業者の意見を参考に処方を決定。 

・身更相は市町村に判定書を交付。 

・市町村は補装具費支給決定通知書を申請者へ発行。 

・業者は、処方内容に従い、機器の調整、申請者宅への訪問日を調整した後に、身更

相に適合検査を依頼。 

・身更相による適合検査（市町村からの報告により身更相が認める場合もある）。 

・補装具費の支払い。 

＜書類判定の場合＞ 

・ 障害者が意思伝達装置の申請について市町村に相談する。 

・ 市町村は在宅訪問等による調査を行う。 

・ 障害者が申請を希望する場合は、病院等で医師意見書（処方箋）の作成を依頼。 

・ 申請書類一式を市町村に提出。 

・ 市町村は、在宅訪問等必要に応じて調査し、書類を整え、身更相に判定を依頼。 

・ 身更相は書類を審査し、市町村に判定書を交付。 

・ 市町村は補装具費支給決定通知書を申請者へ発行。 

・ 業者は、処方内容に従い、機器の調整、申請者宅への訪問日を調整した後に納品。 

・ 補装具費の支払い。 

 

（2）制度の活用及び支援に関する問題点 

 

（内山委員より：主に重度障害におけるコミュニケーション支援機器について） 

●障害をお持ちの方が相談されるとき 

 ・どこに何を持参すれば良いのか問い合わせをしないと分からない。 

●支給決定 

 ・手帳交付後の申請となるために時間を要する。 

 ・申請に関する書類や手続きが煩雑である。 
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●機器の導入、使用開始 

 ・重度障害者用意思伝達装置の操作自体が複雑であり、当事者が使用可能になるま

でに時間を要する。 

 ・コミュニケーション相手側の理解と場面設定が必要である。 

 ・スイッチの種類の設定などの環境調整を含めて専門家の知識や経験等によって差

が生じる。 

●フォローが必要な時 

 ・修理等は耐用年数があるために該当にならない場合の対応（実費負担）。 

 ・退院後の生活場所によっては給付が受けられない場合がある（例：病院）。 

●その他 

 ・身障手帳交付→日常生活用具の申請→給付券の交付までの期間のデモ機の貸出の

助成がないため自己負担が大きい。 

 ・適切な意思伝達装置、コミュニケーション支援機器の導入には対象者の障害特性

や残存機能の把握が必要である。 

・コミュニケーション支援機器や用具は上手く活用できれば円滑にコミュニケー

ションが図れるが、その場合にもコミュニケーションの相手側の理解が絶対条件

である。 
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2.5 高次脳機能障害と支援機器 

 

2.5.1 高次脳機能障害に関する基礎知識 

 

（1）高次脳機能障害者の支援計画の考え方（長谷川委員提供資料） 

 

①脳の解剖 

脳は動物で共通な部分と人間特有な部分がある。 図 3 のように、斜線部は嗅覚で    

脳の中央下部に、黒色部は視覚で脳の後方に、▲部は聴覚で脳の中央やや下部に、○部は

体性感覚で脳の中央部に、×部は運動野で脳のやや前方にある。これらの部分は動物の脳

に占める割合に違いがあるが、脳の位置関係は共通している。これらは要素的機能と称し、

動物で共通な機能と言える。 

  それ以外の残った白い部分が高次脳機能で、ネズミ：サル：ヒトの皮質面積が１：

100：1000と人が圧倒的に大きいうえに人の脳の中でも白い部分が大きく、高次脳機

能は人間的な機能といえる。 

  高次脳機能障害の主な症状は全般的な注意障害、前頭前野の損傷による記憶障害、

遂行機能障害、行動と感情の障害、右利きの人の左半球症状として失語症、失行症、

右半球症状としての左半側空間無視、左半側身体失認、地誌的障害などがある。 

福祉機器に関連する高次脳機能障害には主に記憶障害、失語症などがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 高次脳機能障害の理解 

1．高次脳機能障害の理解
脳の解剖

皮質面積

ネズミ：サル：ヒト

＝1：100：1000



40 

 

②記憶障害 

前頭前野の損傷による障害の一つに記憶障害がある。記憶は大きく陳述記憶と手続

き記憶に分けられる。陳述記憶はさらに漢字を覚えるなどの一般的な知識である意味

記憶と小学校がどこであったかなどの個人的なエピソード記憶がある。手続き記憶は

体が覚える記憶、すなわち自転車乗りや水泳などである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 記憶の分類 

 

一般的に、記憶障害とは発症以降のことについて覚えられない近時記憶障害である

が、脳外傷の場合発症数年前まで逆行した記憶障害があることがある。発症前の意味

記憶や判断力等は残っているので、目の前で起きていることは常識的に判断し、適切

な行動はとれる。以前の状況と目の前の出来事が関係している場合には、以前の事を

忘れるため判断が違っているように見えることがあることを認識する必要がある。 

手続き記憶はほとんど障害を受けない。記憶障害が重度から回復し、自分に記憶障

害があることが少しずつ認識できれば、困り感が生じてメモをとるなどの代償手段が

考えられる。最近は代償手段としてさまざまな福祉機器が登場している。 

 

 

 

 

２．記憶の分類

陳述（顕在）記憶：意味記憶（知識的な情報）

エピソード記憶（個人的記憶）

手続き（潜在）記憶：知覚ー運動課題を学習する

能力（自転車など）

長期記憶

陳述記憶 手続き記憶

意味記憶 エピソード記憶
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③失語症 

失語症は、1861 年フランスで初めて症例が報告され約 150 年の歴史がある。失語

症は「聴く」、「読む」の理解面、「話す」、「書く」の表出面の４つのカテゴリーが重症

度の差はあるが障害を受ける。「聴く」は早口や長い文は理解しにくい。「話す」は固

有名詞が出にくく、思ったことと違う言葉が出る「錯語」、例えば「えんぴつ」を「え

んぽつ」や「消しゴム」と言ったりする。言語中枢の障害で言葉が組立てられないの

で五十音表は役に立たない。「書く」は漢字より仮名が難しい。そして、計算障害も

ある。 

 

 

図 5 失語症者への基本的姿勢 

 

判断力や思考力は普通であり、当事者は、その人らしい人格、社会的礼節、時間や

場所の感覚、対人関係など変わらないといっている。周囲の者は本人が話そうとして

いる時は先に言葉を言うのではなく「間」に耐える必要がある。そうしないと、「先

に言われてしまった」と本人の話す意欲をくじきかねない。さらに、本人の情報を取

ろうとするあまり、家族と話をし過ぎないように、家族に話を聞こうとする際には本

人の了解を得るようにする。そうした工夫をしつつ、４つのカテゴリーの重症度に応

じたコミュニケーションをとるためのさまざま福祉機器を利用する。 
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④左半側空間無視 

左半側空間無視は失語症ほど理解されていない。右半球が損傷されると生じるが、

左側にある食器に手をつけない、食器内の左側を残す、自分の机の左方を無視するた

め片付けられない、A4 の用紙がバラバラになっていると同じ大きさの用紙との認識

ができないため整理ができない、など起こるので、一見だらしなく見える。書字をす

ると改行した際右側に徐々に寄っていく、小説を読む際左側に改行していくことが困

難になることがある。福祉機器は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 高次脳機能障害の特徴 

 

（2）高次脳機能障害の特徴 

高次脳機能障害は、症状以外は普通であるということが重要である。症状は日常生

活で体験しないので、高次脳機能障害の症状に出会うと驚いて圧倒されてしまって全

体が見えなくなり、「わけがわからない人」と思ってしまうことがある。人間的な要

素と重なるため、個人の性格や資質と混同ないし誤解することがあるが、あくまでも

「症状」であることの理解が必要である。 

そして、脳には可塑性があり、自分の能力の少し上を目指して努力をすれば脳血流

は増え、新たな神経回路が作られるといわれ、反対側の脳が代償していくことにより

半年、年単位で改善していくということを理解し、長期的な関わりを持つ体制づくり

が必要である。努力するとなると意欲が必要になるが、意欲的に取り組める福祉機器

の利用が重要である。 

 



43 

 

2.5.2 高次脳機能障害における支援機器 

（1）失語症者等へのコミュニケーション支援機器について 

①指伝話（有限会社オフィス結アジア） 

あらかじめことばを登録しておき、タップして流暢な音声で伝えるスマートフォン

用のアプリです。五十音タイプ、絵カードタイプ、筆談タイプがあり、用途に合わせ

て使用できる。（有料） 

②クイックトーカー：パシフィックサプライ株式会社） 

複数のキーにメッセージをあらかじめ録音し、使用者は場面に合わせてキーを押す

とメッセージが再生され、相手に意思を伝えられる VOCA（Voice Output 

Communication Aids）である。クイックトーカーは３つのコアメッセージと５レベ

ルの個別メッセージ数を録音・再生が可能。 

③Go Talk（ゴートーク）シリーズ：こころ工房 

メッセージを録音してボタンをおすだけで音声を再生できるコミュニケーション・

ツール。軽くて丈夫で携帯に便利なデザインとなっている。スライド式オーバーレイ

には絵や字を書き込むことができるので、それを見れば再生したいメッセージがど

れなのかがわかる。 

④簡易筆談器 

聴いて理解することが難しい場合でも漢字単語の理解が可能な場合が多くある。そ

の際、単語を書いて説明する際の補助手段として活用できる。すぐ消せて、何度でも

使えることとメモ用紙などに書くのとは違って内容が消えるので、プライバシーの

保護にもなる。 

⑤コミュニケーションノート（失語症会話ノート）：有限会社エスコアール  

対象者が良く使用することばを絵や文字で表しまとめたノートである。開きたい内

容や日常的に確認が必要な項目があらかじめ用意されているため、コミュニケーシ

ョン相手側はその頁の絵と文字（単語）を提示して質問し意思の確認を図ることが可

能となる。また、音声を用いて意思表示するのが難しい場合に、絵や文字を指差して

もらうことでコミュニケーションをとりやすくする。対象者に合わせてノートに日

常的な動作や物品の絵や写真を貼り付けて活用する例から、市販のものまでがある。 

 

2.5.3 新たな支援の取り組み 

失語症のある方に関わる意思疎通支援事業について 

平成 30年度より地域生活支援事業の必須事業として「専門性の高い意思疎通支援を行

う者の養成事業」として、失語症のある方に対する意思疎通を支援する者の養成を追加し、

全国での取り組みが展開される。 

この事業により、失語症者が参加する会議、失語症者のために行われる催し物、失語症

者の外出時に支援が必要な場面（役場への申請などの手続き援助、病院の診療時の援助、



44 

 

交通機関や公共施設の利用支援 など）について意思疎通支援者の派遣が実施される。 

 

 

  



45 

 

 2.8 取り組み事例の紹介 

 

  様々な障害者の支援機器の活用について、連携や地域における普及を含めその取り

組みについて紹介する。 

 

（1）補装具作製に係る課題解決への取り組み 

昨年の事業報告でも行った、滋賀県立リハビリテーションセンターの取り組みに

ついて紹介する。 

以下の取り組みについては、滋賀県立リハビリテーションセンターのホームペー

ジより一部抜粋しており、詳細についてはホームページ参照されたい。 

 

・補装具等適正利用相談支援事業における取り組み 

   利用している補装具が、身体や生活状況において不適合や破損が生じている場

合、使用方法によっては日常生活を阻害する危険性があり、正しい使用により住

み慣れた地域での自分らしい暮らしが可能となるよう事業を実施している。 

・「義肢・装具 管理手帳」の作成、発行 

手帳はいつ・どういう目的で作成されたかがわかるために利用者にもってもら

い、専門職や介護保険の事業所等で、介護支援専門員などが手帳をみて、おかし

いと思った時に、その装具がいつ・どういう目的で作られたかを知るためのツー

ルとして作られ、平成 29年度から新たに義肢・装具を作成した方に配布してい

る。 

このような管理手帳は、一部地域の府県において民間病院主導で運用されてい

るものはあるが、公的機関が主導して行ったものは全国初である。この手帳の利

用により、身体障害者手帳により作製する義肢・装具について、「いつ作製し、ど

のような修理をうけたか」といった支給の履歴を利用者さんのお手元におくこと

ができ、本人・家族や支援者（リハビリテーション職員、相談員など）補装具業

者において支給状況が確認しやすくなる。この手帳は、義肢・装具の新規や再作

製、修理といった時期にあわせ順次配布している。 

 

 

 

 

 

 

・「リーフレット」の作成、発行 
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県内の補装具の使用状況を追跡調査した中で、利用者が壊れた状態で使っている

方が多く、ベルクロが壊れていたり、ねじが緩んでいたり、そういう状況が多かっ

た。利用される方もある程度どうなったら不都合が生じるのかを知ってもらう必要

があることから、気を付けて欲しいポイントを示したリーフレットを作成、配布し

ている。 

これは、新たに支給する際に補装具と一緒に渡し、利用者が気づくためのツール

として作成されている。 

また、同様にリハビリテーション専門職向けに作成したものもある。医療機関や

介護施設に従事しているリハビリテーション専門職で制度のことがわからない人が

いることや、施設内で教育がないと制度を知る機会がないという課題から、知るた

めのツールとして作成している。 

この各種リーフレット（ホームページよりダウンロード可能）には、傷み具合や

不適合の確認を目的としたセルフチェックシートや制度利用の流れを記載してお

り、手帳と合わせた利用により、利用者自らの気づきによる修理や再交付の申請手

続きや、適切な時期における制度利用といったことが期待できる。 

 

「リーフレット」ダウンロード先 

・相談から支給までの流れ（支援者向け啓発ポスター） 

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/rehabili/files/posuta.pdf 

・義肢・装具を安全にお使いいただくために（利用者向けリーフレット） 

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/rehabili/files/omote1.pdf 

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/rehabili/files/ura.jpg

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/rehabili/files/ura.jpg%0c（2
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（2）社会福祉法人聴力障害者情報文化センター聴覚障害者情報提供施設における取組み     

（森委員より資料提供） 

① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

⑤ 

 

 

⑥ 

 

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/rehabili/files/ura.jpg%0c（2
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⑦ 

 

⑧ 

 

⑨ 

 

⑩ 

 

⑪ 

 

⑫ 
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３章 障害者支援機器の活用ガイドブックの作成 

 

支援機器をうまく利用することで生活の支援に有効であるが、障害者の状態に合わせ

て使用しないと効果は発揮しないことは事実である。 

障害者の多くは、支援機器の支給、使用中の管理を含めて課題を有しており、例えば、

適切な管理がされず使われずに放置されているケースや、必要な方に必要なものが提供

されていないケースなど様々である。また、障害者に日ごろから接する機会がある医療・

介護・福祉に従事する関係者においてもどのような法・制度のもと支給が行われている

か理解されていないのが現状であるといえる。 

平成 28年度の本事業においては、肢体不自由者を中心とした支援機器について調査、

報告したが、平成 29 年度障害者総合福祉推進事業においては肢体不自由のみならず、

視覚障害、聴覚障害、言語障害、高次脳機能障害といった機能障害についても触れ、障

害者に接する支援者が障害者に対して適切に支援機器の活用を促せられるようにする

ことを目的に、その一助となるためのガイドブックを作成することとした。 

ガイドブックの作成においては、前頁に記したように、各障害共通の課題として、情

報が十分に行き届いていないという点を補完できる可能性について検討し、更に各障害

の特徴や主な支援機器、そして支援者がチェックするポイント、支援の相談をする先を

提示することで、円滑な支援へと導かれるものになるように内容を吟味した。 

その中で支援制度の活用は市町村が管轄となっていることから、制度を利用する際に

は、必ず市町村の窓口まで相談していただくことも注意点として記すこととしている。 

 

1. 構成 

 

ガイドブックの構成は、制度、仕組み関する総論と障害別に支援機器に関する情報を

記した各論で構成することとした。 

 

①総論：障害者の支援機器に関連する制度を簡便に記した章 

②各論：以下の障害ごとに①障害の概要・特徴、②主な支援機器の紹介、③支援機器

のチェック（介入）ポイント、④支援の相談先、の項目についてまとめた。 

     ・視覚障害 ・聴覚障害 ・肢体不自由（下肢・体幹障害、上肢障害） 

     ・音声・言語、重度障害によるコミュニケーション障害 

 ・高次脳機能障害、他 

なお、ガイドブックの内容については後頁の参考資料を参照されたい。 
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2. 作成の流れ 

 

（1）検討委員会による配布対象（ガイドブック利用者）の設定 

  効果的な事業となるように、配布対象について検討会で議論し、ガイドブックの内

容を対象者にとって有益となる情報を提供するよう配慮した。 

 

（2）検討委員による、原稿案の作成 

障害別に支援機器を区分し、各委員へ原稿作成の担当割を行った。 

ガイドブックの内容は、障害毎による機器の紹介だけでなく、その機能を発揮する

ことで、どのように支援に役立つものか理解できるよう、障害の特徴や最近の社会的

な傾向も含め、掲載したい内容を考案している。 

 

（3）発表による討議 

各委員の作成したガイドブックの原稿をもとに、発表を行うこととした。 

  各委員により、障害の特性や、支援の状況や課題についても触れ、掲載予定の支援

機器に関する情報を共有し、ガイドブックに盛り込む必要な情報について検討するこ

ととした。 

 

発表では、 

・支援機器の申請時、支給時、フォローアップ時 等の各時期における支援の検討 

・サポートの課題 

：相談窓口、生活評価、機器ニーズ、適正判断、アウトリーチや生活変化の追従、

活用状況の把握等 

・チェックポイント 

：障害者が自己チェックする場合、支援者がチェックする場合があるが、主に導入

評価・故障、修繕の必要性，耐用年数、フィッティング、障害の程度、身体機能、

傷、痛み、生活の中での活用状況のチェック等 

・適正に選ぶための、またはうまく使ってもらうためのアドバイス 

  ：適切な選択や使用方法の理解、試して使えるか等 

・専門的相談先、支援先 

 ：障害者の相談ではどこにアクセスしたらよいか、障害者が相談しやすいつなぎ先

はあるか、修繕や作り直しの場合、どこに連絡するか、地域の支援の広がりや、

ネットワーク化、社会資源として関わる機関や支援者の状況はどうか等 

 

（4）デザイン及び冊子化 

  専門の業者も検討会に同席し、各委員の原稿及び意見を、利用者が見やすい形態に
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設計し、冊子化することとした。 

 

3. 作成にあたっての議論 

（1）論点 

 

〇配布先（ガイドブック利用者）についてどう定義するか、誰に渡すと一番効果的か。 

・相談支援に関わる者、ファーストコンタクトに対応する者に渡すのはどうか 

・支援者も変わってきてしまうのが現状。ケアマネジャーの担当も半年で変更となる

場合もある。要介護１、要支援になると包括となり、長く付き合える方が少ない。 

・地域の支援者の担当が変わり、情報配信に苦労している現状がある。 

・手帳を交付された方には情報を配信しているが、読まないことが多いと思われる。 

・相談支援を担う事業所もしくは市町村窓口に配布するのも良いと考える。ファース

トコンタクトは市町村窓口が多いと思われるが、障害担当窓口では専門職との接点

がないという課題がある。 

・医師に関連する内容があるため、どこか医師も絡んだ方が良いのではないか。例えば都

道府県の医師会等に説明に行くのはどうか。配布だけではなく、何かを実施してからガ

イドブックを渡した方が興味を持ってもらえるかもしれない。 

・日本医師会ではかかりつけ医の教育に力を入れている。視野に入れてはどうか。 

・支援者に直接配った方が効率的である。相談支援専門員やその施設に配布すると良い

と思われる。 

・職能団体も配布対象とするのが良いと思われる。 

 

〇どのような情報が入ったものを提供するか 

・こういう機器にはこういうところに相談に行くと、支援につながるというのを記載

したものにしたい。 

・耳鼻科や眼科の医師を含めて、情報を入れるとよい。 

・手帳発行のために関わる医師は理解しておりよいと思うがが、そうではない人に対し

て支援制度のアドバイスとなるような情報を入れるとよいと思う。 

・コミュニケーション支援機器はたくさんある。給付の対象となっているのは、重度障害

者の意思伝達装置であり、これは平成 18年度に日常生活用具から補装具に移行され、

更生相談所がチェックして判定するものである。「伝の心」もそうである。簡単なボタ

ンを押してブザーがなる物から、パソコンを介して文章を綴る物、メール機能が付く

物、テレビのリモコン機能が付く物、簡単な物から環境整備を必要とする物、通信機能

を付ける物、色々な種類があり、それぞれ値段も異なる。“何年くらいで修理ができる”

などの情報も必要である。 

・コミュニケーション支援機器は、補装具と日常生活用具と分けて記載すると良いと思
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う。スイッチ一つにしても、簡単にボタンを押す物、息を吹きかける物、瞬きでスイッ

チを押す物、エアバックのような物がある。そういうのは言語聴覚士よりは理学療法

士、作業療法士が身体機能で使える機能がどこにあるのかで判定される場合が多い。そ

のような要素を大項目に入れてみてはどうか。 

・既にあるガイドライン等を参考に、まったく新しい内容を作るより、今あるものを合

わせてコンパクトにまとめたものとしてはどうか。 

・視覚障害と聴覚障害の双方がある盲ろうに関する情報を入れてはどうか。 

・高次脳機能障害の方がどのような支援機器を必要とするのか情報を入れたい。 

・情報が届いていないことが大きいため、情報を集めるための情報誌としたい。 

 

〇機器の対象範囲をどのようにするか 

・福祉の制度の範囲だけでよいのか。 

・視覚障害の場合（視覚障害の場合も同様と思われるが）であれば、iPad 等も支援機器

ではないかという発想が出る。 

・補聴器は値段が高く、リハビリテーション病院では高齢者で聴覚に問題がある人は、身

障手帳を申請してとなると２、３ヶ月と時間がかかる場合がある。音をただ大きくする

ための集音器は４、５千円で売っており、そういう機器を導入される場合もある。通販

等で購入できることも考慮すると幅が広がり過ぎるため、本事業で紹介することは難

しい。 

・範囲が広いため、市町村が絡むようなものに限定してはどうか。ただし日生具にお

いても幅広く、市町村で扱う範囲も異なるため、日生具で扱えるものという大きな

括りではどうか。 

 

〇ガイドブックの総論、各論における具体的な内容について、どう考えるか 

【総論】 

・制度では、負担額は地域でそのレベルが異なるため、記載せず、地方によって変動

する旨を記載するほうがよい。 

・タイトルに「自立支援」を記すと、ガイドブックが自立するために使用する機器と

いう前提になるが、それでよいか確認すべき。 

・自立機器か支援機器かという点については、支援機器が適切と考える。 

・あるべき論と制度は使い分けて記すべき。 

・用語の統一は必要。 

 

【視覚障害】 

・視覚障害の障害等級は現在（平成 30年度）改定のための検討がなされている。障

害の程度が変わるかもしれないので、障害等級を記載するのは難しい。 
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・ソフトを入れてよいのか見当が必要。視覚障害では必須と考えられる。 

・当事者にどのように知らせるかという課題については、スマートサイトという眼科

医が社会資源について情報を提供するシステム作りを自治体ごとに行っている。全

国的に実現されれば、支援がスムーズにすすむと思われる。現在、大阪、愛知、岐

阜、京都、北海道等の取り組みがある。これから準備され始めるところもある。 

・視覚障害の支援機器では、ほとんどフォローアップということについては考えられ

ていない。現状業者任せである。項目として掲載するのが難しい。 

・イラストや写真を使用した方がイメージしやすいが、画像の試用に関しては承諾を

必要とするため、あらかじめ業者に確認することが必要。 

・日常生活用具の場合、行政が出している機器の名称は複雑な名称である。複雑な名称の

形で出すべきなのか。実際の商品名だとわかるという意見が多い。 

・視覚障害の場合、一つの品目について複数の商品名があることは少ない。遮光眼鏡

であればいくつかのメーカーがあるが、そのほかのものはそうではない特徴があ

る。 

 

【聴覚障害】 

・有効な機器は多くあり、制度に活用できる範囲で示すものがよい。 

・日常生活用具をどの程度の人が使っているのかデータがないが、ほとんどいないと

思われる。 

・利用者が 2割程度でも手話が必要だという流れにしたい。 

・補聴器の写真も集め、使用許可を取って掲載してほしい。 

・聴覚障害ではアドバイザーや生活に入り込む方がほとんどいないため、関係する人

全員で勉強して欲しい。 

・視覚障害と同様に、日生具以外ではソフトがある。また、個人や法人と契約してい

ることもある。電話リレーサービス等もあり、内容に入れたほうがよいと考える。 

・日常生活用具では、入院されると支給されない点について、触れた方がよいのでは

ないか。本来なら出してもらわなければ困るものである。 

 

【肢体不自由】 

・市町村が取り扱っている特殊なものは市町村に問い合わせるように記すべき。 

 リフト等大きな金額のものについては、支給している市町村も少ないと思われる。

市町村による違いは課題として認識しておくことも必要。 

・フォローアップについては専門家がフォローに入っていないことや、リフトは業者

が勧めたものを支給しているのが現状かと思われる。 

・種類が多いため、何を写真としてピックアップすべきか選定する必要があり、その

画像の試用についても、業者に確認することが必要。 
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・昇降椅子を取り上げることを検討されているが、導入時にそれが認められるのかど

うかは市町村によって異なるため、それを踏まえつつ機器を示すのが良いと考える。 

・支援機器の課題を取り上げる場合、表現に留意し、支援機器の不適切な使用、破損、

専門的知識の不足、医療機関が関わっていないといった課題については、支援につ

なげられるような文言で記載したほうがよい。 

・支援者がガイドブックを見てチェックできるチェックポイントについては、特に専

門的な知識や技術が伴わない場合とより専門的な知識が必要な場合もある。そのた

めチェックポイントはわかりやすい内容から専門的な内容に順位付けを行って項

目を記載することを検討するとよい。。 

 

【音声・重度障害によるコミュニケーション障害と支援機器】 

・重度障害者用意思伝達装置については日本リハビリテーション工学学会が導入ガ

イドラインを作成している。 

・ガイドブックには、“対象となる障害”について記し、要件や適応者について、意

思伝達機器の本体には２種類あり、要約して紹介したい。 

・接続イメージは、ガイドラインのイラストを使用するのが良いと考える。 

・製品を紹介する場合、価格などは事前に確認が必要である。 

・フォローアップについては、操作自体が複雑なので、機器の使用までに時間と努力

が必要となる。 

・コミュニケーションでは、その相手側の理解が重要となってくる。 

・スイッチの選定は作業療法士等の専門家によっても差が出てくる。 

・耐用年数までに壊れた場合には実費負担となるケースがある。 

・病院に再入院した場合には支給が受けれられないといったケースも聞かれる。 

・日常生活用具の支給については、電動式人工喉頭についても紹介したい。 

・人工喉頭については、音声獲得訓練中の当初には業者や患者会からレンタルできる

場合もある。最近の機器も７万円で買えるので入院中に購入するケースも多い。 

・支給の対象外であるが重度失語症等で使用されるコミュニケーション支援機器が

多くあるので、いくつか紹介したい。 

・重度意思伝達装置など市販品（タブレットなど）で代用できるものがあると思うが、

掲載するかどうか。一部の市町村では認められていることもあるようである。 

・生体現象方式については、利用度についてはどのような状況であるか。再現性の課

題から、練習が必要であることも聞いている。 

 

【高次脳機能障害】 

・高次脳機能障害について知って頂くことは重要である。 

・ガイドブックには、「高次脳機能障害」についての記載、さらに代表的な例として
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失語症について取り上げ、その支援機器を掲載してはどうか。 

・失語症に関して、機器の紹介だけでなく、聴覚障害の場合の手話通訳の派遣等の支

援と同じように、失語症の方への地域生活支援事業の一環として、平成 30年度から、

意思疎通支援事業という事業が始まる。地域によって取り組む時期は異なると思われ

るが、現在言語聴覚士はその事業実施のために講師の養成研修等を実施している。その

ような情報も掲載したい。 

 

【その他】 

・補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）について記載してはどうか。自治体等が発行し

ているパンフレットを参照に掲載を検討する。 

・現在、便利な各種サービスがあるため、個別のサービス紹介は厳しいが、スマート

サイトについては簡単に紹介してはどうか 

・スマートサイトについてどこから情報を入手することが可能かをガイドブックに

記載すると利用しやすいのではないか。 

例）東京都障害者 IT地域支援センター 

※上記センターHP に記載の「全国の IT サポート支援のセンター」のリンク先の掲

載情報は有効と考えられる。 

 

〇障害者の支援について、最も大事な点を記載することについて 

ガイドブックには、機器が中心ではなく、あくまで障害者を中心とした支援とあわせ

て必要であることを明記することを委員より提案された。 

・機器ありきではないこと 

・聴覚障害者の多くは自分で支援を必要と認識できない方が多い支援機器は障害者

本人や支援をする側の人間の双方に必要である。 

・支援機器を有効に活用するためには、障害者を取り巻く人たちからの温かい支援

が欠かせない。顔の見える関係がなければ、いかに支援機器が優れていても、障

害者の生活の質の向上には結びつかない。 

・コミュニケーション機器を使用する場合、必ずその先に相手がいる。その相手が

支援機器に理解があるかどうかは重要な視点である。コミュニケーション機器だ

けではなく、それは杖なども同じで周囲の理解が必要である。 

・支援機器を使うことは QOLの向上に有効であることは間違いない。支援機器を使

うとどのように生活が変化したかが示されることも重要であることも記載しては

どうか。 

・専門職の方々に支援機器を選択する場面に積極的に入り込んできて欲しいことを

理解してもらうメッセージや専門職の活用が必要であることも記すと良い。 
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４章  

考察及び提言 

 

1. 考察 

 

昨年度、肢体不自由者に対する支援機器の活用による ADL等への効果について示し、

一方で支援機器のフォローアップ体制が十分に構築されておらず、支援機器が有効に活

用されていない実態が示唆された。 

 今年度の事業では、支援機器の提供体制・フォローアップ体制の構築が不十分である

と考えられたことから、肢体不自由以外にも視覚障害や聴覚障害などの障害にも 

視点を向け、支援機器を使用する障害者の障害特性に即した支援機器の活用を示し、障

害者における支援機器の活用に対する支援体制や、障害者の身体状況や生活状況の変化

において、支援機器の普及、活用に向けた取り組みに関する課題を明らかにすることを

目的に各障害の特徴についての意見交換、支援体制の現状と課題の抽出、支援機器活用

を通じた支援に結び付ける提案等を委員会において議論した。 

 次に、支援体制の構築を推進する一助となるようガイドブックの作成を行った。 

 ガイドブックには、支援機器のフォローアップについてのみならず、障害概要や支援

者や相談窓口等についても触れ、制度等を有効に活用できるように情報を網羅した。 

 また、ガイドブックを作成するうえで障害別の支援体制についても議論を実施した。 

 その結果、フォローアップ体制が十分ではないこと、利用できる制度の認知が支援す

る側のみならず障害者本人等も十分に周知できていないこと、専門家の視点で有効な活

用がなされていないことが示唆された。 

 そのために今年度事業を通じて、支援体制の構築のためには、制度の有効活用のため

に、支援する側の理解も求められることが考えられた。 

 また、支援機器を有効利用するためには、当事者と支援者、関わる人たちの障害理解

があってこそ成り立つものであることから、 

  

（1）障害者のみならず、支援をする側にも支援制度に関する情報が行き届いていな

い支援制度における支給要件や支援機器の取り扱いにばらつきがあり、適切に必

要とする方に支給されていないことが伺える。 

（2）専門知識を持っているどこかにアプローチをかけることが大事である。例えば視覚

障害に特化しているところ、身体であればリハビリテーションセンター等、どこにど

ういう専門支援が受けられる機能があるというのがわからない。 

（3）情報が届いていないところと、それに対して取りに行けていないこともある。支援

機器の使用においても壊れているかどうかわからない場合や、それが生活にどのよ

うな影響を及ぼしているか、またそれが教育プログラムに入っていることかどうか
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わからないことが課題と考えられる。 

（4）明らかに機器が壊れてしまったなど支援が必要になった場合は情報を取りに行く動

きはあると思われるが、そうではない場合はわからない状況であり、セラピストや専

門職が入ることで繋がりやすいと考えられる。 

（5）それぞれの身体障害者手帳の基準等があり、障害特有の問題はあると考えられるが、

支援機器の渡り方や情報が知られていないことがあげられる。決して物がないわけ

でもなく、相談にのれる方が全くいないわけでない。情報が伝わらなくてアクセスが

うまくいかないというのが共通の問題として捉えられる。生活場面を見れる仕組み

や、専門職を含めて支援機器に携わる人がフォローできることが肝要である。 

 

検討の議論の中でも「障害の前に個人の生活」という事はすべての基本の認識となってい

た。支援機器の導入や活用に向けては、その方の生活をどのように捉え、どのように生活、

活動を広げていくか、介護者の負担を軽減できるかという視点で、まずは生活アセスメント

が非常に重要になる。単に支援者の想いで導入する、介護者が楽になるために導入するとい

う事では無い。あくまでもその方の生活に着目して導入を検討する必要がある。 

そのために、導入に当たっては障害者本人、家族のニーズを出発点とした生活のアセスメ

ントはもちろんの事、その方の身体的評価、福祉機器の専門的知識、介助者の状況、家屋の

状況などを総合的に判断して適切な支援機器の導入が不可欠であり、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、ソーシャルワーカーなどそれぞれの専門職が意見を出し合って、生活支援

の方向性に関する情報の共有化もしくは見える化が重要である。すなわち、その適切な評価

をする機関、専門家が必要だということ、更にその体制を作る事が必要である。 

 

2. 提言 

 

ここで、支援機器の活用と障害者支援に関する提案する。 

障害者における支援機器の活用を推進するためには、先に述べたように様々な課題があ

るが、そのすべてを一度に解決することは困難である。 

しかしながら、障害者がその障害状態や生活状況に応じて支援機器を活用し、より生

活の質を高めるためには、まず障害者の相談から、判定、支給、支援機器を使用した生活

構築という一連の流れの中の取り組みを見直していく必要があると考える。そのためには

図 7に示すように①専門的支援窓口機能、②人材の派遣機能、③支援に関連するチェッ

ク機能（SPDCAサイクルの推奨）と３つの要点を踏まえておくべきと考える。 
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図 7 あるべき体制と支援機器の活用・支援者の支援の流れ 

 

S : 居宅での情報収集・調査訪問 

 生活状況からの必要な評価 

市町村 

本人・家族 

障害福祉 

窓口 

相談・申請 

・新規に導入 

・既存の機器の不具合 

・障害や身体に合わない 

・情報、他 

更生相談所 

（補装具） ※体制構築の充足 

「専門者につなぐ機能の必要

性」 

Ｃ：使用状況の確認 

P :（暫定）支援計画 

・支援機器の選定と提供計画 

・リハビリテーション/訓練の計画・生活

支援計画 

Ａ：連携による支援強化 

フォローアップ 

・サービス関係者への情報提供 

医師、主治医、理学療法士・作業

療法士・言語聴覚士等のリハビリ

テーション専門職、看護師・介護

職員（訪問サービス等）、ケアマ

ネジャー、相談支援専門員、本

人、家族、介護者 等 

D : 計画の実施、契約 

支援機器の導入 

・評価した結果から導入 

・支援方法の共有 

③支援に関連するチェック機能（SPDCAサイクルの推奨） 

1）機器の選定  

3）機器の補修・修繕   4）活用状態確認   

2）フィッティング   

等 
5）使用方法アドバイス   

訪問・通所 

サービス 

保健福祉 

事務所 

介護支援 

専門員 

相談支援

専門員 

医療機関 支援センター 

②人材の派遣機能 

地域のつながり支援（協力） 

・当事者の会、・ボランティア等・学校 

介護福祉士 

等 

他 

①専門的支援窓口機能 
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１つは、専門的窓口の機能を高めることである。機器の選定、フィッティング、機器

の補修・修繕、活用状態確認、使用方法アドバイスなど、様々な情報を有し、必要な情

報を逐次提供する機能が望まれる。今回の検討会での意見でも、障害者には、思った以

上に情報が伝わっていないこと、また情報が取りに行けないことが課題として取り上げ

られていた点からも、情報の充足だけでなく、提供手段や、どれだけその情報を障害者

やその家族が理解しているかモニタリングできることも必要であろう。 

 ２つめは、人材の派遣機能である。先に述べたように、障害者は困っている状況にあ

っても、どうしたらよいかわからない状態で生活を続けていることがあるという課題が

ある。また、特に市町村は窓口としての役割を持つ中で、事務的な対応が中心であるこ

と、専門的知識や技術を持つ職員がいないことから、障害者個人個人の生活に踏み入っ

ての評価、支援が難しい現状がある。それには、障害者のもとにかけつけられる機能を

高めることが求められる。機能を高めるには各々の地域で新しく創造できればそれは理

想であるが、現実には難しいことを考慮すると、既存のサービスや社会資源をうまく活

用することが望ましい。地域にある機関、サービスが障害者の情報を共有し、課題解決

に取り組むためには顔がみえる関係作り、連携を深めることも必須である。その手段と

して、地域ケア会議などの場を利用し、個別の症例を検討することから進めることもよ

いと考えられる。また、活発な検討が行われるためのしくみを地域作りの事業計画と併

せて立案することやそのための組織委員会を組織することや、地域の障害福祉計画が円

滑に行われるよう、市町村含め各機関が法人などの枠を超えて協力するためのしくみの

構築や活動が必要であると考える。例えば、市町村の下部機関としての障害者支援の職

能組織を作るということが実現できれば、地域包括ケアシステムの構築について高齢者

だけでなく障害者への注力できるかもしれない。 

 ３つめは支援に関連するチェック機能についてである。利用者の生活評価に基づく、

適正な支援機器の導入から、生活状況の変化、機器の使用状況の確認、破損や故障、不

具合などへの対処を適時行い、それをチェックする機構が備わっていることが望まれる。 

支援機器の導入効果が果たして認められるのかどうかを含め確認することは、次の支援

計画に大きく反映されるものであり、計画を修正する際にも必要な情報であると考えら

れる。そのサイクルは、 

・Survey（情報収集・相談しやすい情報提供、アセスメント）：生活機能に基づくアセ

スメントによる生活課題の確認 

・Plan（計画）：十分な評価結果に基づく判定、支給、支援計画、Do(実行)：支援機器

の導入と利用者の心身状況との適合の確認やセルフチェック方法などの提示など 

・Check（確認）：適時、適切なフォローアアップの実施として、支援者が関わり、機器

導入後の生活の変化や、体の変化から、専門家につなぐために確認することや、使用

状況、破損、不適合などの確認などがあげられる 

・Action（改善）：機器導入後の効果判定を行い、支援計画に反映することや、生活機
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能向上、QOL 向上のための取り組みにつなげる。また、支援機器の利用状況と含め

不具合などの情報を専門家につなげること、連携の促進や、専門的知識向上のための

取り組みなどがあげられる。さらに、このサイクルがうまく回るためには、リハビリ

テーション専門職を含む、各専門職、専門機関が間に入り、連携を深めてチームでア

プローチをすることが肝要である。 
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本ガイドブック作成の背景
　障害者が自立した生活を送る上で、支援機器（福祉機
器)は欠かせないものとなっています。障害者の自立支援、
社会参加を促すために、利用者の身体状況や生活状況に
適合した支援機器の開発や補装具費支給制度、日常生活
用具給付事業等によりその提供を可能とすることでより広く普及されてき
ました。
　そして障害者に対しては、適正かつ効果のある支援機器を適用すること
で、ADL（日常生活活動）およびIADL（手段的日常生活活動）の維持・向
上および生活範囲の拡大、さらには家族や社会との交流、社会的役割の確
立に効果があることが示されています。
　しかし、一方で肢体不自由、視覚障害、聴覚障害などの障害特性に沿っ
た体系的な支援機器の提供体制が複雑であること、支援機器に精通して
いる医療従事者やリハビリテーション専門職による専門的かつ継続的支
援体制が構築されていないこと、さらに、障害者の身体状況や生活状況の
変化に伴う支援機器の再選定や調整等の支援体制が不十分であり、制度
や事業の物的資源である支援機器を有効に活用できていないことが課題
となっています。このことは本人だけでなく、介護する家族等においても身
体的または精神的負担を生じることにつながっているといえます。
　今回、障害特性ごとの支援機器活用例等を示すことで、実際に障害者
の支援に携わっている方々が、支援機器の理解を深め、適正かつ継続的
な利用につながるよう、関係機関を含めた取り組みの活性化につなげる
ことを目的としています。
　障害の特性を踏まえた支援機器による支援につなげるためのツールと
してお使い下されば幸いです。

Ⅰ はじめに
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Ⅱ 総論

支援機器（福祉機器）を活用するためのしくみ
支援機器を利用し、制度上の補助を受ける場合、

大きく二つのしくみがあります。

障害者総合支援法で利用する場合障害者総合支援法で利用する場合介護保険制度で利用する場合介護保険制度で利用する場合
・補装具費として支給

・日常生活用具として給付又は貸与
・福祉用具貸与費、

介護予防福祉用具貸与費として給付介護予防福祉用具貸与費として給付
・特定福祉用具購入費、

介護予防特定福祉用具購入費として給付介護予防特定福祉用具購入費として給付

1. 介護保険制度で利用する場合
貸与（レンタル）方式の特徴は、
・長所：必要なものを速やかに導入できる、使って合わなければ変更が
   可能です。
・短所：既製品につき、身体や生活状況等の適合に限度があります。
2. 障害者総合支援法で利用する場合
　障害者総合支援法における支援機器の取り扱いは、市町村における自
立支援給付の中の 「補装具費の支給」と地域生活支援事業の中の「日常
生活用具の給付又は貸与」に位置づけられています。
＜補装具＞
・身体障害者手帳を所持する障害児・者、難病の方を対象としています。
・身体障害者更生相談所による身体との適合、日常生活や作業における

有効性などの判定が必要です。
・一定の資格要件を満たした医師による判定が必要です。

適正な活用には、身体との適合に関する情報の提供と
目的に合った機器の調整を行った上で支給する体制が
必要です。
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・手続きに過程があり、支給までに時間を要します。
・身体障害者更生相談所における来所判定や巡回相談の距離（遠い）、

介護者が得られない、頻度が少ない等の課題があげられています。
 ・介護保険の要支援、要介護者で、かつ身体障害者手帳を持っている方で

は、介護保険で貸与される品目と補装具の品目が同じ品目（車いす、歩行
器、歩行補助つえ）を利用する場合、介護保険における貸与が優先されま
す。ただし、既製品による対応が困難で、医師や身体障害者更生相談所
等により障害者の身体状況に合わせて個別に対応することが必要と判
断された場合には補装具費として支給が可能です。

・補装具支給の種目別判定機関は以下の表のとおりです。

・補装具の借り受け
  　成長に伴って短期間での交換が必要となる障害児や障害の進行によ

る短期間の利用、仮あわせの試用による適合チェックが必要な場合を
想定し、2018年度から補装具の借受けに対して費用の支給が認められ
るようになりました。詳細は市町村窓口へご相談ください。

身体障害者更生相談所の判定により市町村が決定 医師の意見書より
市町村が決定

更生相談所への来所、
巡回相談による判定

医師の意見書などによる
更生相談所の判定

・義眼
・眼鏡（矯正・遮光・弱視鏡・

コンタクトレンズ）
・歩行器
・盲人安全杖
・歩行補助杖
（身体障害者手帳で必要性

が判断できる場合は医師
の意見書の省略可も）

・義肢
・装具
・座位保持装置
・電動車椅子（新規購入）
・特例補装具

・補聴器
・車椅子（オーダメイド）
・重度障害者用意思伝達
   装置（新規購入）
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Ⅱ 総論

＜日常生活用具＞
　日常生活用具給付等事業は、障害者等の日常生活がより円滑に行われ
るための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資するこ
とを目的としています。
　この事業は実施主体が市町村であり、市町村の判断により決定される
ため、給付申請の流れや給付費の上限額等は市町村により異なります。
・対象者：身体障害者 (児 )、知的障害者 (児 )、精神障害者、難病患　
　者等であって、日常生活用具を必要とする方
・対象品要件
　〇障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
　〇障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会
　　参加を促進すると認められるもの
　〇用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や
　　技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
・種目：市町村が定めた用具となります。

種目 例
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、障害児の訓練用いす等

自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置、その他障害
者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具

在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計など

情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭、情報収集、情報伝達、意思疎通等を
支援する用具

排泄管理支援用具 ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用
具及び衛生用品

居宅生活動作補助用具 住宅改修費

引用：伊藤利之：福祉用具の利用．総合リハ 45（5）：405-409，2017.
厚生労働省ホームページ
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　障害者が使用している支援機器の種目は多く、その使用の幅も広いの
が特徴です。中には複数の支援機器を使用している方もいます。
　例えどんなに支援機器が優れていても、その方の生活に即した物でな
いと障害者の生活の質の向上に結びつきません。生活の質の向上には、
その方の障害状況や生活状況をよく知る必要があり、支援者として身近
で顔の見える関係性の構築が必要です。

3. 支援機器の入手ルートについて
　障害者が必要とする支援機器の種類によって、入手までの道筋が異な
ります。おおまかな流れの違いについて下図に示します。

支援機器業者（補装具業者）・福祉機器取り扱い業者　等

治療用装具
（医療保険）

補装具
（更生用装具）
（車いす・義肢・
意思伝達装置、
補聴器等）

福祉用具
（介護保険）

日常生活用具
（スイッチ類・
リフト・屋内
信号装置等）

通信販売等
による

自費購入品

更生相談所
（都道府県）

利用者

医療機関 居宅介護
支援事業所市町村
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Ⅲ 各論

視覚障害と支援機器について

（1）障害の概要
○視覚障害について
　身体障害者福祉法で規定されている視覚障害は、大きく視力障害と視
野障害に分けられます。全盲や弱視を含めた視覚障害者の方は、全国
で約 30万人と言われています。全盲の方は1割程度とも言われており、
最近の傾向は全盲の方が少数派となっています。また、年齢的には 65
歳以上が 70％を占め、しかも障害等級も１級と2級、いわゆる重度と呼
ばれる等級の方が 60％をしめています。
　また、中途で視覚障害になる方が多く、多くは疾病が原因となります。
緑内障、糖尿病網膜症、網膜色素変性症が視覚障害原因の上位を占め、
黄斑変性がそれに続きます。しかし、前述したように、これらの疾病で
全盲になる方の割合は、以前より低くなっており、逆に多くを占める「見
えにくさ」についての関心が高まってきています。

（2）視覚障害者の特徴
○視覚障害者の二大不自由
　視覚障害者にとって、日常生活の中で不自由なことの代表的なものは、
①移動に関すること②読み書きに関することがあげられます。これらはと
もに、情報取得の困難さに原因を持つものです。

○視覚障害は、別名「情報障害」
　基本的に情報を取得することに課題を持っている障害といえます。この
「情報」とは、別の言葉で言い換えると、「自分が置かれた環境からの
刺激」と言うことができます。
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　よく視覚から入る情報はすべての情報の 80％と言われるように、環境
からの刺激の多くは視覚に訴えるものです。しかし、他にも「聞こえる」「触
れる」「臭う」「味わう」等々、いくつもの刺激があり、人は意識をしてい
るかいないかに拘わらず、それらの刺激を受け、楽しみを得たり、次に
起こす行動に結びつけたりしています。

（3）視覚障害者への支援
○社会福祉制度上での支援の形態
　視覚障害者の外出や外出先での用務に対する支援を行う同行援護を挙
げることができます。同行援護は、代筆・代読を通して「読み書き」の
不自由さの軽減・解消を、外出時の安全な誘導を行うことで、「移動」
の確保を行う、極めて重要な支援です。

○視覚障害者のリハビリテーション
　視覚障害者のリハビリテーションは支援の一つの形態で、視覚以外か
ら入ってくる情報の処理法を身に着けていくことが主眼となります。移動
面では歩行訓練が、読み書きではコミュニケーション訓練がその任を担
うことになります。中心とされる訓練の例を以下に示します。

＜歩行訓練＞
・車の音をどう利用して歩行するか
・白い杖から取得される情報をどう活用していくか
・さまざまな環境音や物理的環境をどう利用して
頭に地図を描いていくか

視覚障害
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Ⅲ 各論

視覚障害者のコミュニケーションの代表的なツールである「点字」は、普通文字
を読むことができないゆえに、点字が発明されてきました。これは文字が「見え
ない」から「触る」ことで、課題を解決しようとしたものです。これと同じ発想
が支援機器に当てはまるといえます。

＜コミュニケーション等訓練＞
・点字やパソコン技術の習得が中心
・調理や裁縫などの日常生活訓練もニーズが高い
・最近は保有視覚のある視覚障害の方が多いため、その保有視覚を、いか
に有効に活用するかを主眼としたロービジョン訓練も重要となっている。

（4）視覚障害における支援機器の導入の必要性
　視覚障害者への支援として重要なものが支援機器の存在です。
○支援機器の考え方
　支援機器もリハビリテーションと同じ文脈で考えることができます。
　情報取得の困難さを、視覚に代わって聴覚や触覚等を活用して軽減し
たり、解消したりすることを目的としているものが、支援機器としての意
味を持ちます。そして、同じ文脈で活用される機器だからこそ、訓練の中
でも支援機器は活用、紹介され、日常生活で大きな役割を担うこととなっ
ています。
　特に、科学技術の発達は支援機器にとっても大きな福音であり、新た
な機器が今後も登場してくれるでしょう。

○見えにくいことへの課題
　「見えにくさ」には非常に個人差があることが特徴です。たとえ診断が
同じでも、その障害には個人差があり、支援を考えるとき、考慮しなくて
はならない要素が多いとがあげられます。そのため、見ることを補助する
支援機器のニーズも増えています。
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（5）支援機器の紹介
①聴覚を利用した機器
　音声で時刻の読み上げを行うものや血圧計の表示を音声で読み上げさ
せ利用できるものなど、最近は音声による機能が付加されたものが非常
に増えています。また、読書が難しくなったときに、録音図書を利用し、
聞く読書を楽しむことができるものもあります。

〇音声読み上げ機能付き機器
　音声時計、音声血圧計、音声体温計、音声電卓、等々

〇録音図書
　 視覚障害者用の録音再生機です。CD やカード等を使用して、読書を
することができます。

視覚障害
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Ⅲ 各論

〇タッチ式ボイスレコーダー
　シールにタッチして、録音・再生のできるタッチ式ボイスレコーダーです。
知りたい物の名称や内容を声で録音して、指定した録音・再生シールを
知りたい物に貼り、再生シールにペンでタッチすると自動再生します。

〇パソコン及び周辺機器・ソフト
　画面の文字等を音声で読ませるソフトを組み込んだパソコンの利用は、
一定の訓練を必要としますが、今、非常に人気のある支援機器の一つに
なっています。また、販売されている専用ソフトを導入することにより使
いやすい環境に設定することにつなげられます。
　メールやホームページ、さらには読書など、日常生活で非常に役にた
つものが多く、生活の質の向上という意味で大きな役割を果たしています。
また、ワープロや表計算等のソフトを習得することで、仕事での活用も十
分可能になっています。
　これら以外にも、活字文書を読み取り、音声に変えて出力させる機器
も比較的簡単な操作で使用できることもあり、人気が出ています。

②触覚を利用した機器
　触覚に頼るものとしては、点字が代表例ですが、機器としては、物差し、

種類 機能

スクリーンリーダー
（画面読み上げソフト） 画面情報を音声で読み上げる

活字音訳ソフト スキャナで読み込ませた文字情報を音声で読み上げる

音声ガイドソフト
ワープロのキー入力の際に、文書作成しやすいよう操作を音声
でガイドする。インターネット検索では、ホームページの検索、
操作を音声でガイドする
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②触覚を利用した機器
　触覚に頼るものとしては、点字が代表例ですが、機器としては、物差し、
触知腕時計などがあります。点字そのものは機器とは言えませんが、点
字盤や点字タイプライター他、ピンディスプレイを使用して点字を表記さ
せるもの等は、日常生活用具と認められています。
　しかし、視覚障害者の高齢化や、ロービジョンの方の増大、覚えるの
が大変であるイメージや録音図書の充実、パソコンや音声読み替えシス
テムの普及などもあり、点字を読める方の比率は約１割と低下傾向です。

〇触知腕時計
　針を指で触って時刻が分かる時計で、音楽会
などで音声時計の使用が制限されている状況で
も、問題なく使うことができるものです。

〇点字関連機器
・点字ディスプレイ
　ブレイルメモというピンディスプレイを利用した持ち運びにも便利な機
器です。紙を使わずに、点字を入力したり、読んだりすることができます。

視覚障害

（参考：厚生労働省：平成 18年身体障害児・者実態調査結果）
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Ⅲ 各論

時計・タイマー・カレンダー・スケジュール
の管理、パソコンとの点字データのやり取
り等多くのデータを記憶することができる、
電子手帳と同じような機能を持つ機器です。

・点字器
　パーキンスブレイラーという、点字のため
のタイブライターです。点字の一つ一つの点
にタイプライターのひとつひとつのキーが対
応しています。

・点字盤
　点字使用者用のノートで、現在はプラス
ティック製のものが主流になっています。携
帯できる大きさのものもあります。点字の小
ささゆえに触読が困難なこともあり、現在では大きめの点字を打つことが
できる点字盤なども準備されるようになりました。

③保有視覚を活用する機器
　最近の視覚障害の傾向としては、全盲の方が少なく、ロービジョンの
方が多いので、保有している視覚をいかに有効に使用するかを目的とし
た対象物を拡大する機器も、多く出回るようになりました。
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〇拡大読書器
　印刷物や写真などを拡大したり背景と文
字色のコントラストを高くしたりすることが
できます。また、据え置き式や携帯型など、
用途に合わせて、いくつもの機種が出てい
ます。　
　操作や倍率等を音声で伝える拡大読書器
もありますが、いずれにしろ操作を少し練習することで、効果的な活用
ができるものです。
　その他、専用の画面拡大ソフトを使用して、パソコン画面の拡大表示や
画面色を反転させて表示するなどの機能を持つソフトも活用されています。

〇遮光眼鏡
ロービジョンは必ずしも視力だけの問題で

はなく、まぶしさを訴える方も少なくありませ
ん。人により、まぶしさを軽減する色が違うた
め、医療的判断が必要とされ、遮光眼鏡は補
装具として、医師の意見書が必要なものです。

④その他
〇白杖
白杖は補装具ですが、医師の意見書は必要としません。しかしどんな

ものでもかまわないという訳でもありません。
　白杖には３つの役割があるとされ、その役割にあった白杖を選択するこ
とが望まれます。
①安全の確保（前方の障害物や危険の防御）
②歩行に必要な情報（段差や歩道の切れ目等のランドマーク）の収集

視覚障害
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Ⅲ 各論

③シンボル（ドライバーや他の歩行者・警察官など
　への注意喚起）
　３つの役割のうちの、「シンボル」だけに着目し、
そのためだけに所持する方もいます。また、３つの
役割のすべてを満たすために、訓練を受ける方も
います。
　この３つの役割をすべて満たすためには、材質や
長さ等、使用する方に合うものを用意することが重
要です。

〇その他の自費購入であるが日常生活で
　便利な機器
・茶碗（黒い内面の茶碗で白飯がみやすい）
・プッシュ式醤油さし
・まな板（表裏面白黒色　調理物により使い
分け）

（6）機器導入や相談、支援のポイント
①当事者が日常生活用具の種目を知らない場合があります。（過去東日
本大震災のおり、被災した視覚障害者が音声時計を知らなかったとい
うことがあり、話題となりました。）
②日常生活用具の存在を知っていても、商品名で知っていることが多く、
行政の提供している品目リストではイメージすることが難しいことから、
制度の利用がうまく進まなくなることも考えられます。
③行政の窓口も名称は知っていても、実物を見たり、取り扱う経験が少
ないため、当事者にうまくつなげることができない場合も考えられます。
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④自治体によって対象品目に差があるため、当事者に不公平感が生じて
しまう場合があります。
⑤音声時計や音声体温計のように比較的種類が絞られてくるものは選択
しやすいが、拡大読書器のように種類が多いものは、選択の判断が難
しい場合があります。
⑥日常生活用具では導入後の扱いも比較的簡単なものが求められます
が、中には購入して、すぐ活用できないものもあります。日常生活用具
の交付では、機器の扱いについて、最低限の説明と実践ができるか事
前に確認する必要があります。
⑦日常生活用具の給付には、一人家庭でなければ給付しない等、制限さ
れる場合があるため、予め自治体に確認下さい。

（7）主な問い合わせ先
＜行政＞
市町村の障害福祉担当窓口、福祉事務所の障害福祉課
＜その他＞
各地の点字図書館・視覚障害者情報提供施設
日本盲人会連合
日本点字図書館等

視覚障害
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聴覚障害と支援機器について

（1）聴覚障害の定義について
　聴覚障害者の障害の状態は多様です。
　『聴覚障害学』(2009)では、聴覚障害とは何かその
用語の定義について次のように記されています。
　『聴覚に関する困難性を現わす用語として、「聴覚障害」「聴力障害」「難
聴」「ろう」など多様なことばが使われるが、それぞれが厳密に定義され、使
い分けられているわけではなく、時代や国、障害に対する認識、立場によっ
てさまざまである。』
　聴覚障害と言っても単に聴力の程度だけでは「困難性」を測る事ができ
ないということと、環境要因によりその困難性が左右されるという意味に
捉えることができます。
　わが国では、現行の身体障害者福祉法と障害者総合支援法で定められ
ている聴覚障害に関する障害等級があります。最軽度で、両耳70デシベル
以上、または片耳90デシベルで片耳60デシベル以上が６級、両耳80デシ
ベルまたは最良聴取域における語音明瞭度50％以下が４級、両耳90デシ
ベルが３級、100デシベル以上を2級としています。このように、聴覚障害等
級は2級から6級(5級はない)があり、言語障害が伴う場合には、等級がひ
とつ重くなります。障害を有する本人が申請して、認定されると身体障害者
手帳が交付され、福祉サービスを利用する際の基準となっています。
　他に、軽度難聴児へのサービスや、難病などで聴覚障害を有する場合
等、自治体独自のサービスもあります。
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区分 補聴器・人工内耳 要約筆記 手話 その他※

人数 234人 102人 64人 75人

割合 69.2% 30.2% 18.9% 22.2%

表 1　　情報入手コミュニケーション方法　(N=338 、複数回答 ) 

※その他の内容：筆談、代読、福祉機器やパソコン・タブレットの利用、携帯電話 (スマートフォン )による方法等　
出典 :平成 18年度身体障害児・者実態調査、平成 23年生活のしづらさ等に関する調査 (全国在宅障害児・者等実態調査 ) 

（2）聴覚障害者のコミュニケーション方法について
　生来の聴覚障害を持つ場合、多くが音声言語を取得することが困難で、
聞くことと話すこと、つまり会話を身につけていくことに大きな困難を抱え
ていますが、聴覚障害のある乳幼児の療育は、今日では、聴覚活用と視覚
言語である手話やその他の視覚を積極的に用いるようになっています。ま
た、言語獲得以降の聴力損失者は、音声言語を視覚化することで、日本語
の使用は保たれ成長していく可能性が大きいと思われます。
　言語獲得期以前の3歳〜2歳前に聴覚に障害がある場合には、手話など
の視覚言語の環境になければ、言語活動を通して成長するあらゆる面に支
障が生じることがあります。
　聴覚障害者のコミュニケーション手段は、療育環境や保護者の意志によ
るところが大きく、筆談・身振り・手話・補聴器や人工内耳・空書その他のサ
イン等、多様です。
　聴覚障害者の重要な意思疎通手段の一つとして「手話」があります。
2015年(平成27年)にわが国が障害者の権利条約を批准したことをうけ
て、手話言語条例が全国的に広がりをみせ、手話は言語であるという認識
が広がり、一般の方にも手話を広める動きが活発になり始めています。
　しかしながら、現代においても、聴覚障害者が手話を意思疎通手段とし
て公的に習得できる場は少ないため、聴覚障害者の中でも、手話を理解
し、日常的に用いている者は相対的に多くはないという現状があります。

聴覚障害
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（3）聴覚障害者の特性について
　聴覚障害は外見や行動面だけでは、障害の有無や程度がわからないこ
とが多いため、直接関わらない限り、障害を見過ごしがちですし、聴覚
障害当事者も、人と関わらずに、話をしなければ障害を知られることは
ないと考えている場合も少なくありません。
　また、聴力レベルと聞き分ける力は必ずしも比例しないので、誤解を
受けやすい点も注意しなくてはいけません。例えば音にはよく反応しても、
言葉としては何をいっているかわからない状態の場合は、言葉がゆがん
だり抜けおちて聞こえるだけではなく、補聴器の効果も低いことが多いの
です。このため、聞えているふりやわかったふり、聴き間違えなどがおこ
りやすくなります。
　人間関係にひびが入ったり、就労上の大きな失敗などにならないよう、
きちんと理解して周囲が配慮する必要があります。さらに、聴覚障害児
が適切な言語環境が与えられない場合は、会話によって対人関係を築く
ことや集団に適応すること、いわゆる社会性を身につけること、保つこと
に大きな問題を抱えやすい面があります。
　手話を用いて社会参加が出来ている者もいれば、補聴器と手話や筆談
を駆使して社会参加している者もいますし、逆に聴力は軽度の障害でも
意思疎通のためのリハビリテーションや療育がなされない場合は非社会
的存在になってしまうこともあります。
　こうした特徴から、聴覚障害は単に聴力が
低いとか損失が大きいという面だけではなく、
関わりを保つためには音声言語のみではなく
視覚的な意思疎通スキルが必要です。
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（4）聴覚障害者の生活を支える社会資源や機器

・補聴器
　補聴器とは音を大きくするイージーオーダーが可能な機
器です。
　形状は、箱型・耳かけ型・耳穴型・カナル型等多様です。
　補聴器は医療機器であることから、必ず医師の指導の
下で装着や調整をしていくことが大切です。聴力に変化が
ある場合や耳垂れや痛みのある時には医師と相談しましょう。
　補聴器の形はその人のライフスタイルや耳の形状、聞こえの状態等に
よって適性が異なります。

　箱型補聴器は服のポケットに入れて使用します。本体マイクからコード、
イヤーモールドを通して音が耳に届きます。ボリュームやその他の操作が
比較的大きめにできているために手元で見て調整することができます。大
き目の本体にコードでつながっているために紛失しにくい面もあります。
マイクが耳から離れているので、耳の近くの音ではなく服の摩擦音などを
拾うこともあります。
　耳かけ型は耳介に近い所で音を拾います。耳穴式に比べると機器を収
めている部分は大きく、閉塞感は少ないという面があります。

箱型補聴器 耳かけ型補聴器 耳穴式型補聴器

聴覚障害

※助成対象は地域によって異なります。所得制限や等級等の定められた条件により助成対象品が決定されます。
  お住まいの地域に必ず確認するようにしましょう。
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　耳穴式は、機械をいれることのできる耳穴のサイズが必要であり、耳
の穴に機械を入れ込むことにより人によっては圧迫感を感じることもあり
ますが、目立たず、耳の中に近い所で音を拾います。
　他には骨導聴力によって聞こえがよくなる人のための骨導補聴器もあり
ます。
　最近の補聴器はどの形状でもデジタル処理されることがほとんどである
ため、コンピュータ管理がなされるようになりました。自分で音量を調整
したい場合なども柔軟に調整ができるようになっています。
　また、チャンネルを使い分けることで、さまざまなシーンに対応できる
ような機能や、防水性の優れたタイプも出ています。
　聴力が安定している状態で、医師の意見や指導の下、認定補聴器店の
認定補聴器技能者に調整をしてもらいながら使いこなしていくことが大切
です。

〇人工内耳
　手術により、人工の内耳を埋め込み、
頭蓋骨を挟んで磁力で装着し、受信機
により音声の信号を送る仕組みです。
　術後、音入れから聞き分けへとリハビ
リテーションが重要です。
　人工内耳を装用した場合、中程度の難聴状態になるとも言われていま
すが、個人差があり、聞こえる人と全く同じ状態になるわけではありませ
んので、難聴者としての配慮は不可欠です。
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〇補聴援助システム
・ヒヤリングループ
　磁気により聴き取りをよくするもので、周りの騒音・雑音に邪魔されず
に、目的の音・声だけを正確に聴き取ることができます。音声信号を磁
気誘導アンプに通し、床等に敷設したループアンテナに電気信号として送
ると、ループアンテナ内で誘導磁界が発生し音声磁場ができるので、磁
気コイル付補聴器で音声信号として聞くことができるというしくみです。

・会議用拡聴器
　トランシーバーのような形で、話者がマイクを使用し、受信機で聴く機
器で、会議の際に難聴者が聞き取りやすくするための補助機器です。

・Mリンク
　磁気の補聴器用誘導コイルです。DVD、CDプレーヤーなどの音源や
テレビ、ステレオ、音声の増幅器や集音器または一部のスマートフォンな
どの音源に接続し、磁気コイル付き補聴器と併せて使用することで音楽
や音声の聞こえをよくすることができます。

☆FMシステム：FM電波を使って聞き取る仕組みです。

聴覚障害

仕組み
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〇筆談器
　様々な形状があります。磁気ボードや電池を使用しパソコンなどの機械
との併用が可能な物、防水性のものなどがあります。

〇音声認識ソフト
　音声を文字に変換するソフトです。UDトークやその他の音声認識ソフ
トが拡がっています。誤変換を直すオペレーターの介入などのサービス
があります。

〇拡聴器
　音声等を大きくする機械です。ハンディタイプ、電話コイルタイプ等、
補聴器を使用することに違和感のある軽度難聴者や、補聴器が適合しな
い難聴者の方が、音声を大きくして聴く機械です。

〇屋内信号装置
　屋内信号装置は、屋内において来客などを知らせる
玄関チャイムやその他の生活音や音声などをセンサー
等がキャッチし、光や振動等で知らせるための機器で
す。徘徊を察知することもセンサーを利用した機器で

Mリンク
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可能です。その組み合わせは使用する環境により多様です。
　来客を知らせる、火災などの非常事態を知らせる、ドアのノックを知ら
せる、赤ちゃんの泣き声を知らせるなど様々な場面に活用できます。

　火災報知器は全ての家屋に設置が義務付けられていますが、聴覚障害
者の場合はわさび臭や光、振動で知らせる商品が給付対象商品となって
います。
　また、有線タイプのものと無線タイプがあり、工事が可能かどうかなど
の住宅事情も考慮して選定します。

〇呼び出し器
 　単方向・双方向で呼び出すことができる機器で
す。強い振動、光、音で知らせてくれる呼出装置です。

〇通信装置
 　FAX、テレビ、その他

聴覚障害
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〇聴覚障害者用情報受信装置
　アイドラゴン4：障害者放送通信機構の番組をみるためのデコーダです。
インターネット環境が必要です。

〇振動式目ざまし時計
　目ざまし時計のベルが聞こえない聴覚障害者にとって便利な時計です。
振動で時刻を知らせます。据え置きタイプや腕時計タイプ、屋内信号装
置との組み合わせなど、さまざまなタイプがあります。
　一部の自治体では助成対象となっています。詳しくはお住まいの障害
福祉課にお問い合わせください。

〇意思疎通支援者派遣サービス
　公費派遣を利用できます。（登録が必要です。
障害福祉課・福祉事務所等が窓口です。）
・手話通訳者派遣・要約筆記者派遣

〇電話リレーサービス
　 試行段階ですが下記サイトから申し込めます。
日本財団　電話リレーサービス試行プロジェクト
http://trs-nippon.jp/signup

〇遠隔手話通訳
　 自治体や民間機関等で遠隔手話通訳のサービス
を受けられるところが増えてきています。
例）区役所窓口：港区、世田谷区、横浜市 他　上野駅総合案内 他
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聴覚障害

（5）聴覚障害者支援の留意点と機器使用支援のポイント
●聴覚障害の状況をよく把握し、どのような機器が必要なのか、当事者
とよく相談して、実際に試してみることが大事です。
●難聴者が聞こえを取り戻したいという心理が強く働き補聴器を求めるこ
とも多いのですが、感音性難聴など聞き分けの能力が低下している場
合などは補聴器の効果が高くないことも知っておく必要もあります。

●補聴器を購入する際は、医療機器であるということを忘れずに、必ず
耳鼻咽喉科の診断を受けてから認定補聴器店でよく相談し、フィッティ
ングなどのアフターフォローに責任を持てるところにつなげるとよいで
しょう。
●日常生活用具としてはさまざまな機器がありますが、まずは聴覚障害
者自身がこれらの機器の存在や福祉サービスとして助成が受けられる
ことを知らないことが大変多いので、支援にあたる者たちは、聴覚障
害者の生活に踏み込んだ支援を展開することが重要です。

（6）主な問い合わせ先
各地域行政障害福祉課、各地域福祉事務所、聴覚障害者情報提供施設
聴力障害者情報文化センター http://www.jyoubun-center.or.jp/　
全国各地の聴覚障害者情報提供施設及びその他の社会資源URLリンクあり。

画像提供：聴覚障害者向け商品購入可能企業
株式会社アウトソーシングビジネスサービス　http://www.wp1.co.jp/comp/
株式会社自立コム　http://www.jiritsu.com/
株式会社ソナール　http://www.sonar-loop.jp/
有限会社千里福祉情報センター　http://www.senrifukushi.co.jp/

P18-27.indd   27 2018/03/29   16:35



92

28

Ⅲ 各論

肢体不自由（体幹・下肢・上肢障害）と支援機器

（1）障害の概要
〇体幹の障害
　体幹機能障害は、脊髄損傷や頚椎損傷の後遺症などによる体幹（頸部、
胸部、腹部及び腰部）の機能障害により、体位の保持等に困難を生じるも
のがあげられます。その多くは体幹のみならず四肢にも障害が及び、特に
下肢との重複障害を持っている方が含まれている場合があります。

〇下肢の障害
　下肢の障害においては、概ね、両下肢か片方の下肢の障害で分類され
るものと機能不全か欠損かに分かれてその障害度が区分されています。
　機能不全に関しては、不良肢位や股関節、膝関節、足関節の可動域が
制限される場合、筋力の半減や消失などによる機能障害があげられます。
特に、体幹、下肢の障害では、姿勢に影響を及ぼします。

＜生活への影響＞
・下肢障害では、立位・歩行時において体重の支持が困難となることが

あり、日常生活において、歩行等の移動が困難となります。
・移動（歩行）が困難となることで、生活範囲の狭小化を招くことにも

つながります。 
・障害が重度になると、寝返りや起き上がりなどの動作にも影響を与えます。
・体幹障害では、食事などの動作に影響を及ぼすことがあります。
・トイレやベッド、その他居室や玄関等における乗り移り（移乗）が難しく

なり、家族の介助負担なども考慮する必要があります。
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〇上肢の障害
　人は道具を操作することで、文明を発達させてきました。特に食事、
排泄、入浴、更衣、整容といった生活動作はものの操作が必要であり、
上肢で行います。
　ものの操作は、一方で固定し、一方で操作といった両手で行うため、
一側の上肢の機能障害により生活が不便となることに加え、上肢機能は、
“もの ”に手を伸ばす、触れずに手をとおす、握る、つまむ、固定する、
押す、触る、はなすなど多様で、肩、肘、手等の関節の複合的、協調的
な動きからなります。これらの機能障害は、ものの操作を伴う日常生活
動作、日常生活関連動作が困難となる特徴があります。

（2）各障害における支援機器の利用について
〇体幹・下肢障害者の支援機器の導入
　体幹・下肢障害者では、移動が困難となることがあり、生活範囲が狭小
化することで、QOL（生活の質）の低下を招くことがあります。移動手段
の確保に向け支援機器を利用することで、就労や普段の外出など、生活範
囲の維持・拡大につなげることができます。それには、身体機能や日常生活
動作の変化、またその方の生活状況に応じた移動手段を確立する必要が
あり、どのような機器が適正か判断する必要があります。

〇上肢障害における支援機器の導入
　上肢障害における、生活の不便さの緩和、取除き、在宅生活の継続の
ための支援機器の活用では、上肢の機能の低下の特徴（上肢を構成す
る部位の欠損、運動麻痺、感覚麻痺等）に対応した支援機器を利用する
ことにより、上肢の機能を補填、補完、効率化・省力化することがあげら
れます。

肢体不自由

P28-39.indd   29 2018/03/29   16:33



94

30

Ⅲ 各論

〇支援機器利用に関する支援の必要性
　日常生活の動作が困難となることで、支援機器を利用する場合が多い
のですが、利用者や家族、専門的知識がない支援者は支援機器に精通し
ていないことが多く、わかりにくいため、支援機器の導入や使用時には
支援が必要です。 
　次の「（3）支援機器の紹介とチェックポイント」で、チェックポイント
が記載されていますので、支援の参考にしてみてください。

（3）支援機器の紹介とチェックポイント
①体幹・下肢障害における主な支援機器
〇歩行を補助する機器
・歩行補助杖：T字杖、松葉杖、ロフストランド杖、カナディアンクラッチなど

杖の長さのチェック

・T字杖、ロフストランド杖：自然立位でつま先の約 15センチ前方、15センチ外側に置いたときに肘が 20
から 30°屈曲し、握りが大転子の高さに調節する。

・松葉杖：腋下（脇の下）は 2から 3横指分あけ、更に T字杖と同じように調節する。
・歩いてみて、歩行が不安定ではないか確認。

大転子
調節部
長さは適切か

ラバーチップ
先端の先ゴムが
擦り減っていないか

前腕カフ

アップライトバー

ハンドグリップ
握りに破損がないか

T字杖 ロフストランド杖 松葉杖 カナディアン・クラッチ

杖の長さのチェックについては、以下を参照ください。

チェックポイント
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・歩行器：固定型、四輪型、二輪型、 交互型、など

〇車いす等移動支援機器
・車いす普通型（リクライニング式、ティルト式、リクライニング・ ティルト式） など
・電動車いす：普通型（4.5km/h、6.0km/h）、リクライニング式普通型など

チェックポイント

・ブレーキのゆるみ、タイヤの空気圧、ネジ・ナットなどのゆるみはないか
・フットプレートの取り付けや高さ、向きなどはゆがんでいないか
・背、座シートは固定され、張りは適切か
・背、座クッションは装着されているか
・電動駆動装置は正常に作動するか
・まっすぐに走るか
・臀部や背中にしびれや痛み、皮膚の異常がないか
・身体の変化に伴って装着品のサイズが合わなくなってきていないか（背もたれ、座面の高さと幅、座面の

奥行き、肘置き、フットプレートの高さなど）
・動線上や使いたい場所で使えているか

チェックポイント

・用いたい場所で使用できているか
・高さ、幅は適切か
・歩行が不安定ではないか

肢体不自由

 車いす（普通型）   電動車いす（リクライニング式普通型）

座シート

スカートガード

アームサポート

ハンドリム

背シート

グリップ

ブレーキ

キャスター
タイヤ

レッグサポート

フットプレート

座シート

スカートガード

座シート

レッグサポート

フットプレート

ハンドリム

ブレーキ

グリップ

タイヤ
キャスター

背シート

ブレーキブレーキ

固定型 四輪型（腰掛けあり） 二輪型
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Ⅲ 各論

〇体幹・下肢の機能を補助し、歩行等に必要な支援機器
・義足：大腿義足（殻構造型、骨格構造型）、下腿義足 など

・下肢装具：プラスチック短下肢装具、金属支柱付短下肢装具　など

ソケット
緩くなっていないか、
窮屈になってきていないか

ターンテーブル
膝継手

足継手

吸着バルブ

フォームカバー
ヒビ割れがないか

足部
ヒビ割れがないか、
立位や歩行で不安定感
を訴えることはないか

半月・カフバンド
ゆるみや締め付けが
ないか

支柱
曲がっていないか

靴底
擦り減って
いないか

足継手
継ぎ手のネジが
緩んでいないか

Yストラップ
正しく装着して
いるか

プラスチック部分が
ヒビ割れていないか

マジックベルトの
接着力が弱くなっ
ていないか 

プラスチック足底裏の
滑り止めがはがれて
いないか

ターンテーブル
膝継手

足継手

ゆるみや締め付けが

支柱
曲がっていないか

継ぎ手のネジが

正しく装着して

いないか

フォームカバー
装着後

大腿義足
（骨格構造型　吸着式）

大腿義足
（殻構造型　吸着式常用）

プラスチック短下肢装  金属支柱付短下肢装具

関節部分や足部から
音がしていないか

（ギシギシ・ガツガツ）

チェックポイント

チェックポイント
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・体幹装具：軟性コルセット(胸椎、腰椎 )など

〇座位姿勢を保持する機能を有する支援機器
・座位保持装置：平面形状型、モールド型、シート張り調節型
　座位姿勢を保持する能力に障害がある場合に用いられるものです。機
能障害の状況により、座位以外の姿勢（立位、膝立ち、臥位）を保持する
機能を有した装置についても、座位保持装置として取り扱われることが
あります。

チェックポイント

・マジックベルトの接着力が弱くなっていないか
・支柱が布を突き破って出ていないか
・支柱部分が破損していないか
・痛みや皮膚に異常がみられないか
・身体にフィットしていない　など

肢体不自由

チェックポイント

・使用したい場面で使えているか
・使用者が安楽そうにしているか
・リクライニングやティルト機構などが正常に使えるか
・キャスターの動きは良好か（スムーズに動かすことが出来るか）
・ブレーキの効きに問題は無いか
・背もたれや座面のクッションは適切に固定され支持は良好か（臀部の特定の部位に圧迫などが無いか、
体が適切にサポートされているか）

・フレームの大きさやベルトの長さが身体のサイズに適合しているか（圧迫やそれに伴う痛みや痺れが生じ
ていないか、あるいは体重減少などによりサポートが不安定になっていないか、また呼吸や飲食を妨げ
ていないか）

・フレームに歪みは無いか（土台が安定しているか、部品の緩みなどがないか）
・ヘッドサポートによる頭部のサポートは充分か（高さなどに問題はないか）

平面形状形 モールド形
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Ⅲ 各論

〇移動・移乗する際に介助負担を軽減するための機器
・移動用リフト：ベッドサイドリフター、段差解消機、階段昇降機、
　可搬型階段昇降機など
　　ベッドから車椅子への移乗、車椅子を利用している方が外出する際
の段差を乗り越える介助、また、階段を昇り降りする場合、機能障害
によっては体を持ち上げる動作が必要になり、大きな介助負担となり
えます。移乗、移動をサポートする支援機器の導入は、介助負担の軽
減において有効です。
　　導入にあたっては、介護保険制度の利用や障害者総合支援法による
制度利用も適応となることがあるため、ケマネジャーや各市町村の窓
口にお問い合わせください。

チェックポイント

・利用時の操作、説明は十分か、理解しているか
・吊り具に破れ、破損はないか
・充電方法は理解できているか
・転落防止について十分確認できているか
・介助者が楽に使用できているか
・介助される方が楽そうか　など

ベッドサイドリフター

段差解消機

階段昇降機可搬型階段昇降機
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肢体不自由

②上肢障害における主な支援機器
〇上肢機能を補う機器
・義手（補装具）
　　上肢の一部もしくは全部をなくした方が上肢の機能を補うために使う人
工の用具です。基本構造によって殻構造と骨格構造義肢に分けられます。

　　義手についてのチェックポイントについては、「義足」と概ね同じです。
　肩義手（装飾用・作業用・能動式）、上腕義手（装飾用・作業用・能動式）、
肘義手絵（装飾用・作業用・能動式）、手義手（装飾用・作業用・能動式）、
手部義手（装飾用・作業用）、筋電義手

・上肢装具（補装具）
　上肢の機能障害について、麻痺などによる力の低下の補助、変形の矯
正、体重の支持等のために用います。
　チェックポイントについては「下肢装具」と概ね同じです。原因となる
疾病の変化、成長等身体の変化、補装具が体に触れる部分の痛み、発赤、　
擦り傷の出現などがないかのチェックは重要なポイントとなります。
肩装具、肘装具、手背屈装具、長対立装具、短対立装具、把持装具、
ＭＰ屈曲（伸展）装具、指装具、B.F.O

上腕義手（装飾用） 上腕義手（作業用） 上腕義手（能動式） 手部義手（装飾用） 上腕筋電電動義手
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Ⅲ 各論

〇情報・通信支援機器（日常生活用具）

名称 代表的な例 支援者のチェックポイント

情報・通信
支援機器

・障害者向けのパーソナルコン
ピュータ周辺機器

・アプリケーションソフト　など

・使い勝手が悪くなる、不自由になる、できな
くなったりしていないか

・使いづらくなった、使えなくなったことによ
り日常の生活動作の変化が起こっていないか

指装具（指用ナックルベンダー） B.F.O

ＭＰ屈曲装具（ナックルベンダー）

肘装具（両側支柱）

長対立装具（ランチョ型）

把持装具（手関節駆動式）
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名称 代表的な例 支援者のチェックポイント

自助具

生活場面での主な自助具の例
・食事：自助箸、角度付きスプーン

やフォーク、万能カフ 、自助食器
・整容：歯磨き具、太柄の櫛やブラシ、

カフ付き髭剃り、台付き爪切り
・更衣：改良衣服、ボタン掛け、
  ソックスエイド
・排泄：蓄尿袋、バルーンホルダー、

座薬挿入器、清拭具
・入浴：ボディーブラシ、
  ループ付きボディータオルなど

・使い勝手が悪くなる、不自由になる、できな
くなったりしていないか

・使いづらくなった、使えなくなったことによ
り日常の生活動作の変化が起こっていないか

万能カフ

太柄のブラシ

台付き爪切り

〇自助具
　福祉用具の中で、比較的小さな構造のもので、身近な日常生活動作を
助けるためのものです。

ボタン掛け 自助箸

ソックスエイド

肢体不自由
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Ⅲ 各論

（4）機器に関する相談、フォローアップのポイント
●支援機器は、障害の特性、その重症度、特徴（体格など）、生活状況、

環境、介護者の状況等を総合的に判断して適切なものを選択する必要
があります。不適切な物を選択すると日常の生活に影響を及ぼすだけ
ではなく、二次的な障害の発生を招く場合があります。 

　下肢・体幹障害の場合、移動手段を失うことで日常の生活範囲の狭小
化を招き、生活の質の低下を引き起こします。 

　そのため下肢・体幹障害における支援機器では、利用者の痛みの訴え
や、通常使用している時の姿勢や歩容の変化などに注意を払い、また
支援機器の状態のチェックを小まめに行いましょう。 

　新しく支給された場合、使い始めたときのフィッティングの状態、また
長い期間使用している場合には、破損、摩耗、ネジの緩みなどの確認、
利用される方の身体状況、障害の変化などもチェックしましょう。 

　使っている義肢・装具などが合わなくなってきた場合には、体重の増減
や筋力の衰え、筋肉の緊張が強くなってきた等の身体の変化が要因に
なっていることがあります。

＜よくみられる不適合の例＞
・体重の増加やむくみによるくい込み
・傷や発赤がある
・ぶかぶかしていて不安定
・踵が浮いたりしていて足全体がしっかり奥まで入らない
・いつもと異なる違和感など

●適合に加え生活環境やスタイルとの適合も重視します。目的とする場
所で使用できているか、生活状況を観察することが必要です。 
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肢体不自由

●障害者総合支援法（身体障害者手帳）で支給される支援機器には目安
としての耐用年数が設定されています。また、支給後一定期間の破損
などは無償での修理対象（保障）となる場合があることも理解しておき
ましょう。 

●移動用リフトを購入して手に入れる場合、多くは業者から直接契約に
なります。リフトの種類は、依頼先事業者が取り扱っている物以外の
機器の情報が入りにくいことがあります。導入後のサポートでは、業者
による定期メンテナンスが必要ですが、その取扱いや費用については、
市町村によって異なるため、事前に確認下さい。

●フォローアップは支援機器の支援者・提供者が行うことが基本となりま
すが、情報が行き届いていないことやフォローアップ体制が弱いことが
課題としてあげられます。障害者に関わる方においてはそれを補うため
に導入前から専門的に関われる機関や関係者と事前に顔をつなげてお
くことが適正な活用につながります。

（5）主な問い合わせ先
●作製に向けての手続きや制度に関して 

　お住まいの市町村の障害担当窓口か、更生相談所（身体障害）にご相談下さい。 

●補装具の故障・修理に関して 

　補装具の取扱業者（使用している補装具を作製した業者）に、ご相談下さい。 

●補装具の不具合に関して 

　補装具の取扱業者（使用している補装具を作製した業者）、またはリハビリテー

ション科のある医療機関にご相談下さい。 

●日常生活用具に関して 

　お住まいの市町村の障害担当窓口にご相談下さい。
引用
www.nivr.jeed.or.jp/download/shiryou/shiryou19_11.pdf（2018.1.11 閲覧）
テクノエイド協会：補装具費支給事務ガイドブック
アビリティーズケアネット株式会社（画像提供）
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Ⅲ 各論

音声・重度障害によるコミュニケーション障害と支援機器

（1）障害の概要
　音声・重度障害によるコミュニケーション障害は、脳損傷による麻痺、
進行性の神経・筋疾患によって、話す、書く等の相手に意思を伝えるこ
とが困難となる障害です。
　代表的な疾患であるALS（筋萎縮性側索硬化症）は、手足の筋肉が
麻痺して、動きにくくなる（運動障害）、舌や喉の筋肉が弱くなり、飲み
込みやしゃべることが難しく（嚥下障害、コミュニケーション障害）なっ
てきます。症状が進行してくると、呼吸障害が加わります。呼吸筋がさら
に弱くなり、自発呼吸が困難になった場合は、人工呼吸器が必要となり
ます。ただし意識や感覚、知能は正常に働いています。

（2）障害における支援機器の導入の必要性
　意思疎通の手段が障害されたことによって、地域社会、家族友人、定
期的に提供されるサービス担当者に理解してもらうことが難しくなると、
その人らしさを発揮して生活をすることが難しくなっていきます。
　コミュニケーション支援のための機器は、手指や全身の機能（力が入
りにくい、わずかに動く、全身が全く動かない等）と利用者の意思を伝
えるニーズ（意思を伝える、音声で伝える、連絡を取りたい等）によって、
その手段を段階的に選択していくことが望まれます。

（3）支援機器の紹介
〇重度障害者用意思伝達装置は、コミュニケーションエイドの一種で、
身体障害者に給付される補装具で、身体障害者更生相談所における判
定が必要です。
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○外観上の本体は一般的なパーソナルコンピュータで、操作に必要なス
イッチ・リモコン類、プリンタが接続されます。単に「意志伝達装置」
と称されることもあります。

〇対象となる障害
・両上下肢機能障害及び音声・言語機能障害者
・難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・ 筋疾患である者

＜基本要件＞
　重度の両上下肢及び音声・言語機能の障害により意思の表出を行うこ
とができない方です。
　重度障害者用意思伝達装置を用いなければコミュニケーションを図る
ことができず、かつ当該機器を使用する意欲と能力を有する方が適応と
なります。
　ただし、筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の進行性疾患においては、判
定時の身体状況が必ずしも支給要件に達していない場合であっても、進
行により支給要件を満たすことが確実と診断された場合には、早期支給
を行うように配慮する必要があります。

＜重度障害者用意思伝達装置の種類＞
　意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた「文字等走査入力
方式」と生体信号の検出装置と解析装置にて構成される「生体現象方式」
に大別されます。

音声・重度障害
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（4）文字等走査入力方式とは
○「ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシン
ボル等の選択による伝言の表示や発声等の機能」をスイッチ等の入力
装置を用いて操作します。

○操作方法は、画面に表記された文字や単語が、一定時間間隔で点灯する
中から、入力したい文字や単語が点灯した時に、操作スイッチを操作す
ることで文字や単語を選択する方式（＝走査入力方式、あるいは、スキャ
ン入力方式）です。その操作を繰り返すことで伝えたい内容（文章）を作
成します。

○仕様：３種類
ａ．意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器（簡易なもの）
ｂ．ａに環境制御機能が付加されたもの　「簡易な」ものと「高度な」もの
ｃ．ａに通信機能が付加されたもの

ａ．意思伝達機能を有するソフトウェア組み込まれた専用機器（簡易なもの）とは
○パソコンを用いない専用機器の場合は、高機能な文章作成や通信機能
を有していない反面、コミュニケーション機能に特化しているため、操
作が単純であり機器の苦手な利用者への導入も比較的容易です。

○対象者例としては、パソコンやメールの利用経験がない人や、周囲に
パソコンそのもののトラブルに対するサポートを行う人がいない場合
は、この方式が有効な場合が多いと考えられます。

ｂ．ａに環境制御機能が付加されたものとは
○機器操作に関する要求項目を送信することで、機器を自ら操作するこ
とができるものです。
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○対象者例としては、独居等日中の常時対応者（家族や介護者等）が不
在などで、家電等の機器操作を必要とする方が想定されます。実際に
は、テレビのリモコン操作を希望することが一番多いと思われます。
○環境制御機能の「簡易な」ものとはテレビ等の１つの機器を操作する
ものであり、複数の機器を操作するものが「高度な」ものとなります。

ｃ．ａに通信機能が付加されたものとは
○「生成した伝言を、メールを用いて、遠隔地の相手に対して伝達する
ことができるものです。
○対象者例としては、通信機能を用いて遠隔地の家族等と連絡を取るこ
とが想定される方です。
○友人・知人とのメールにしか利用しないという場合には、通信機能が
必要か否かの見極めが必要となります。

文字等走査入力方式の本体との接続イメージ

音声・重度障害

接点式入力装置
装置の構成例

呼び鈴

呼び鈴分岐装置

本体
（文字等走査入力方式）

イラスト出典 :「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン
（公財）テクノエイド協会ホームページからダウンロードできます。
（http://www.techno-aids.or.jp/research_report.html）
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入力装置（スイッチ）の種類
①接点式入力装置
○押しボタンスイッチのように、荷重をかけて操作をします。
　種類も形状も豊富に市販されています。
○操作が分りやすく、クリック音やクリック感などの操作感があるので入
力したことを確認できます。
○手だけでなく足や頬など色々な身体部位で操作することができます。
○最も多く使われている種類の入力装置です。

②帯電式入力装置
○エレベータのスイッチにも使われているタッチセンサです。
○身体の静電気に反応するため荷重をかける必要がな
く、操作部位に力がなくても操作できます。
○神経筋疾患等のかなり進行した段階でも使用可能です。
○正しく操作していることを確認するため、表示ランプや音で本人に知ら
せる必要があります。

③呼気式（吸気式）入力装置
○主に高位の頸髄損傷者が使用します。
○チューブやストローを通して呼気圧（吸気圧）を検知
する入力装置で、同じスイッチで「吹く」と「吸う」
の２つの入力まで可能です。
○チューブにたまる唾液や水滴は放置すると不衛生で、入力装置の寿命
を縮めることになるので、定期的な洗浄と乾燥が必要です。

Ⅲ 各論
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　この他にも、筋電式入力装置、光電式入力装置、圧電素子式入力装置、
空気圧式入力装置などの入力装置があります。
　利用者の身体機能や残された能力に適合する入力装置を医師や作業療
法士などの医療スタッフと十分な検討が必要となります。

その他の周辺機器
１）固定台（アーム式、テーブル置き式、自立ス

タンド式）
○固定台は、意思伝達装置の本体（画面）を使

用場所に、本人が見やすいように固定するため
の台です。

 ○車いす上で使用する場合には、画面の高さを目
の高さに合わせ、ベッド上での使用では、ベッドの高さや角度に合わ
せて、画面を傾斜させて支える必要があります。

２）呼び鈴
○呼び鈴は、病院のナースコールのようなもので、家庭や施設で人を呼

ぶためのベルです。
○呼び鈴には有線 ･ 無線、電池式 ･ 充電池式・AC 電源式などの種類が

ありますが、無線で、充電池式のものは設置場所を選ばないなどの利
点があります。

３）呼び鈴分岐装置
○意思伝達装置を操作する入力装置で呼び鈴も操作できるようにするた

めの切替装置です。
○入力装置を通常より長く押す、あるいは短い時間に何回も入力すると

音声・重度障害

固定台（テーブル置き式）
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意思伝達装置から呼び鈴に操作が切り替わります。

４）遠隔制御装置
○リモコン発信器で、赤外線や無線により、他の機器を操作するための

装置です。
○赤外線方式が一般的で、リモコンと操作する機器との間に障害物があっ

て赤外線を遮らないように設置する必要があります。

（5）生体現象方式
○生体信号の検出装置と解析装置で構成され、生体現象（脳波や脳の

血液量等）を利用して「はい・いいえ」を判定するものです。
○対象者例としては、筋活動（まばたきや呼気等）による機器操作が

困難な方など運動機能によるスイッチ操作ができなくなった人となり
ます。

○呼びかけに対しての反応を利用するため、聴覚に問題がある場合は
　適用となりません。

 呼び鈴分岐装置

P40-49.indd   46 2018/03/29   16:33



111

47

◆脳波の利用
○商品としては、（株）テクノスジャパン製の、「MCTOS（マクトス）」シリー
ズが該当します。額などに装着した分岐型ディテクタから生体信号を検
出し、意思表示「はい・いいえ」の判定結果が、電気的に出力されます。ま
た、ナースコールなどの呼び出し器や、文字等走査入力方式の機器の操
作スイッチとして組み合わせて、利用することも可能です。ただし生活の
場面で本人が本当に利用できるかどうかを評価が必要になります。

◆脳血流の利用
○商品としては、ダブル技研（株）製の、「新心語り（しんこころがたり）」
が該当します。
○ひとつの質問に対する「はい・いいえ」の判定結果が、画面で表示さ
れるだけなので、周囲の人的対応についての可否の検討も必要になり
ます。
○必ずしも100%本人の「はい・いいえ」の意思が反映された回答が得
られるものではなく、同一の質問を繰り返し答えてもらうことで正答率
を上げることも可能です。質問の方法など、周囲の人的対応も含めて、
身体障害者更生相談所が導入可能と判断できる場合は支給が可能とな
ります。

音声・重度障害

MCTOS（マクトス）
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（6）日常生活用具給付等事業
　障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与
する制度で市町村より給付を受けて購入することができます。
　「情報・意思疎通支援用具」の種目の中に人工喉頭と携帯用会話補助
装置が含まれています。

①人工喉頭
　喉頭がん、咽頭がん、食道がんなどで喉頭を摘出された方の発声補助
器具です。
　あご下周辺に当てた振動を口の中に響かせ、舌や口の動きで振動音を
言葉にして発声する事ができます。機械音声となり感情の表現が難しくな
りますが、容易に会話が出来るようになります。

製品名：YOURTONE　取扱い社：DENCOM 使用方法

新心語り
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②携帯用会話補助装置
　音声言語機能障害が対象で、入力した言葉を音声または文章に交換
する機能が付加された携帯式の装置です。電話での応答や、外出時の会
話など、自立を助けるコミュニケーションツールとして使用されています。
重度障害者用意思伝達装置としても給付を受けることができます。

＜参考文献＞
・補装具費支給事務ガイドブック　公益財団法人テクノエイド協会　平成 26 年 3月
・「重度障害者用意思伝達装置」 導入ガイドライン ～公正・適切な判定のために～
   【平成 24-25 年度改定版】本編　一般社団法人日本リハビリテーション工学協会
・「重度障害者用意思伝達装置」　導入ガイドライン　～公正・適切な判定のために～
   【平成 24-25 年度改定版】参考資料編　一般社団法人日本リハビリテーション工学協会
・コミュニケーション支援用具　福祉用具シリーズ Vol.11　財団法人テクノエイド協会
・「日常生活用具給付等事業の概要」　厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html
・「喉頭摘出者のためのコミュニケーションマニュアル」～もう一度　あなたの声を　取り戻す～
　宮城県リハビリテーション支援センター　平成 29 年 11 月

音声・重度障害

レッツチャット　＜パナソニックエイジフリー株式会社製＞
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高次脳機能障害と支援機器

（1）高次脳機能障害の概要
 　脳は動物共通な部分と人間特有な部分があります。
　下図のように、①嗅覚、②視覚、③聴覚、④体性感覚、⑤運動野の
部分は動物の脳に占める割合に違いがありますが、動物と共通の機能で
要素的機能と称します。
　それ以外の白い部分が高次脳機能で、人では極めて大きく、高次脳機
能は人間的な機能といえます。

　高次脳機能障害の主な症状は全般的な注意障害、前頭前野の損傷に
よる記憶障害、遂行機能障害、行動と感情の障害、右利きの人の左半
球症状として失語症、失行症、右半球症状としての左半側空間無視、左
半側身体失認、地誌的障害などがあります。
　一般的に注意障害があると、ある作業に注意を持続する困難さ、失行
症では道具の使用の困難さ、遂行機能障害では道具を使う手順の困難さ、
左半側空間無視では左側のものを見落とす、など症状に困難さの特徴が
あり、また疲労も出やすいので時間の経過に伴って間違うことが多くなり
ます。これらに関して留意する必要があります。

出典：岩井栄一：脳 ,P12, 朝倉書店 , 改編

各動物の脳の比較メガネザル

ヒト

①嗅覚 ⑤運動野

②視覚

③聴覚

④体性感覚

ネズミ チンパンジー

連合野
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　支援機器の使用に際しては高次脳機能障害の有無と程度を把握し、有
効に活用できるようデモ機の導入も検討する必要があります。

〇記憶障害について
 　前頭前野の損傷による障害の一つに記憶障害があります。記憶は下図
のように大きく陳述記憶と手続き記憶に分けられます。さらに、陳述記
憶は漢字を覚えるなどの一般的な知識である意味記憶と小学校がどこで
あったかなどの個人的な記憶であるエピソード記憶に分けられます。手
続き記憶は自転車乗りや水泳など、体が覚える記憶です。

　手続き記憶はほとんど障害を受けません。記憶障害が重度から回復し、
自分に記憶障害があることを少しずつ認識できれば、困り感が生じてメモ
をとるなどの代償手段をとることが考えられます。最近はその代償手段と
してさまざまな支援機器が登場しています。

〇失語症について
　失語症は「聴く」、「読む」の理解面、「話す」、「書く」の表出面の 4
つのカテゴリーにおいて重症度の差はありますが障害を受けます。「聴く」
は早口や長い文は理解しにくいです。「話す」は固有名詞が出にくく、思っ
たことと違う言葉が出る「錯語」、例えば「えんぴつ」を「えんぽつ」や「消
しゴム」と言ったりします。言語中枢の障害で言葉が組立てられないの

高次脳機能障害

長期記憶

意味記憶 エピソード記憶

知覚：運動課題を学習する能力

知識的な情報 個人的記憶

陳述記憶 手続き記憶
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失語症（右利きの左半球）

ブローカ（仏 1861 年）
ウェルニッケ（独 1874 年）

「聴く」「読む」「話す」「書く」
の障害

病巣
Broca 野

病巣
Wernick 野

弓状束

中心前回下部

角回

縁上回

Ⅲ 各論

で五十音表は役に立ちません。「書く」は漢字よりも仮名の方が難しいこ
とや、計算障害も存在することが特徴としてあげられます。

　ただし、判断力や思考力、社会的礼節、時間や場所の感覚、対人関
係などは変わりません。周囲の人は本人が話そうとしている時は先に言
葉を言うのではなく「間」に耐える必要があります。そうしないと、「先
に言われてしまった」と本人の話す意欲をくじきかねません。さらに、本
人が興味ある人や場に出やすいような情報提供をして社会参加につなげ
ることにより、会話する機会が増えます。こうして、半年～年単位ではあ
りますが、ゆっくり改善していきます。そうした工夫をしつつ、コミュニケー
ションをとるためのさまざまな支援機器を利用します。

〇左半側空間無視について
　左半側空間無視は失語症ほどあまり理解されていない障害です。右半
球が損傷されると生じる障害で、左側にある食器に手をつけない、食器
内の左側を残す、自分の机の左方を無視するため片付けられない、など
が起こるため、一見だらしなく見えるのが特徴です。また、書字をすると
改行した際に右側に徐々に寄っていくことや、小説を読む際に左側に改行
していくことが困難になることがあります。
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（2）高次脳機能障害者への理解について
　高次脳機能障害は、症状以外は普通であるという理解が重要です。症
状は日常生活で体験しないため、高次脳機能障害の症状に出会うと驚い
て圧倒されてしまって全体が見えなくなり、「わけがわからない人」と思っ
てしまうことがあります。障害が人間的な要素と重なるため、個人の性
格や資質と混同ないし誤解することがありますが、あくまでも「症状」で
あることの理解が必要です。また脳には可塑性があり、自分の能力の少
し上を目指して努力をすれば脳血流は増え、新たな神経回路が作られる
といわれています。反対側の脳が代償していくことにより半年、年単位で
改善していくということを理解し、長期的な関わりを持つ姿勢や取り組み、
体制づくりが必要です。本人が意欲的に活動に取り組むために支援機器
を利用することも必要となります。

（3）失語症者等へのコミュニケーション支援機器について
①指伝話　有限会社オフィス結アジア
　あらかじめことばを登録しておき、タップして
流暢な音声で伝えるスマートフォン用のアプリで
す。五十音タイプ、絵カードタイプ、筆談タイプ
があり、用途に合わせて使用できます。（有料）

②クイックトーカー　7/12/23　パシフィックサプライ株式会社
　複数のキーにメッセージをあらかじめ録音し、使用者は場面に合わせ
てキーを押すとメッセージが再生され、相手に意思を伝えられる VOCA

（Voice Output Communication Aids）
です。クイックトーカーは 3 つのコアメッ
セージと 5 レベルの個別メッセージ数を録
音・再生が可能です。

高次脳機能障害
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③ Go Talk（ゴートーク）シリーズ　こころ工房
　メッセージを録音してボタンをおすだけで音声を再生できるコミュニ
ケーションツールです。軽くて丈夫で携帯に便利なデザインとなっていま
す。スライド式オーバーレイには、絵や字を書き込むことができますので、
それを見れば再生したいメッセージがどれなのかがわかります。

④簡易筆談器
　聴いて理解することが難しい場合でも漢字単語
の理解が可能な場合が多くあります。その際、単
語を書いて説明する際の補助手段として活用でき
ます。すぐ消せて、何度でも使えることとメモ用
紙などに書くのとは違って内容が消えるので、プ
ライバシーの保護にもなります。

⑤コミュニケーションノート（失語症会話ノート）発行：有限会社エスコアール
　対象者が良く使用することばを絵や文字で表しま
とめたノートです。開きたい内容や日常的に確認が
必要な項目があらかじめ用意されているため、コミュ
ニケーション相手側はその頁の絵と文字（単語）を
提示して質問し意思の確認を図ることが可能となり
ます。
　また、音声を用いて意思表示するのが難しい場合
に、絵や文字を指差してもらうことでコミュニケー
ションをとりやすくします。対象者に合わせてノートに日常的な動作や物
品の絵や写真を貼り付けて活用する例から、市販のものまでがあります。
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⑥その他
・携帯電話
　出かけた場所を伝えたりする場合、会話
でのやり取りが困難な場合は写真に記録して
おくことでメモツールとして活用ができます。
音声録音機能、カメラ機能、アラーム機能、
メール機能を活用することで意思伝達の補助として十分活用されやすくな
りました。
・ICレコーダー
　相手が何を話しているか十分理解できない場合
など、会話内容を録音することで音声メモツール
として活用ができます。手に麻痺があってメモが取
れない方や会話を覚えていられない方への活用も
可能です。

（4）失語症のある方に関わる意思疎通支援事業について
　平成30年度より地域生活支援事業の必須事業として「専門性の高い
意思疎通支援を行う者の養成事業」として、失語症のある方に対する意
思疎通を支援する者の養成を追加し、全国での取り組みが展開されます。
この事業により、失語症者が参加する会議、失語症者のために行われる
催し物、失語症者の外出時に支援が必要な場面（市町村への申請などの
手続き援助、病院の診療時の援助、交通機関や公共施設の利用支援など）
について意思疎通支援者の派遣が実施されます。

高次脳機能障害

＜参考文献＞
ノーマライゼーション　日本障害者リハビリテーション協会　2017 年 3月
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Ⅲ 各論

（1）スマートサイトの広がり
　最近の ICT 関連の機器の性能向上、普及に伴い、障害
者にとって、活用しやすい機器が増えています。社会福祉面
への支援について情報を流すという点から、どこに行けば相
談にのってもらえるかを知らせてくれるシステムの普及も進
んでいます。
　これは、支援機器のアプローチが行いやすくなることや、支援機器の
使用に併せて訓練や体験、練習など必要なことについて、支援機器を提
供する側から保障することにつながります。
　まだ十分このシステムが普及しているわけではありませんが、今後普及
が進むことにより、必要な情報取得に困っている方々にとって大きな助け
になるものと考えられます。

（2）ほじょ犬（身体障害者補助犬）
・身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。
・障害のある方のパートナーであり、ペットではありません。
・人が立ち入ることのできる様々な場所に同伴できます。

（2）ほじょ犬（身体障害者補助犬）

 ・東京都障害者 IT地域支援センターでは、障害のある方や家族等からの IT利
用相談支援のほか、区市町村職員からの障害者 IT支援に関する相談支援や
講習会の開催、ボランティアによる訪問支援及びセンターでの体験実習支援
等の事業を行っています。また、全国の ITサポート支援をしている機関、セ
ンターについてもホームページ上で紹介しています。

 ・国際福祉機器展では、展示会当日だけでなく、普段から福祉機器を身近に
感じてもらえるようスマートフォン用アプリを導入しており、福祉機器に関す
る情報を随時配信しています。

その他
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その他

①盲導犬
　目の見えない人、見えにくい人が街なかを安全に歩け
るようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まっ
て曲がり角を教えたりします。ハーネス ( 胴輪 ) をつけ
ています。

②聴導犬
　音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要
な音を知らせます。玄関のチャイム音・FAX 着信音・赤
ちゃんの泣なき声などを聞き分けて教えます。“ 聴導犬 ”
と書かれた表示をつけています。

 ③介助犬
　手や足に障害のある人の日常の生活動作をサポー
トします。物を拾って渡したり、指示したものを持っ
てきたり、着脱衣の介助などを行います。 “ 介助犬 ”
と書かれた表示をつけています。

（3）主な問い合わせ先
●東京都障害者 IT 地域支援センターホームページ
　http://www.tokyo-itcenter.com/
●国際福祉機器展ホームページ　https://www.hcr.or.jp/
●ほじょ犬の同伴や使用に関する苦情相談・問い合わせ先：
　各都道府県・指定都市・中核市の障害福祉担当課
●厚生労働省：身体障害者補助犬法等の関係法令や通知・ほじょ犬ホームページ
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/hojoken/
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Ⅳ まとめ

1. 支援機器を活用し、障害者支援に大切なこと

なぜなら、
・障害者には、「自分には支援が必要である」と感じていない方もいます。
・必要な支援機器に関する情報を入手することが困難な方もいます。
・コミュニケーションでは、必ずその先に相手がいます。そのため、コミュ
ニケーション機器の使用の場面では、その相手にもコミュニケーション
能力や使用している支援機器について理解があることで、よりよいコミュ
ニケーションにつながります。
　つまり、支援機器の理解は障害者本人だけでなく、支援をする側の人双
方に必要であると同時に、障害者を取り巻く人たちからの温かい支援は欠
かせません。
　また、担い手となる専門職が持つ支援機器に関する専門的知識や技術
は、障害者への適切かつ有効な支援に必要です。積極的に支援機器を選
択する場面に参画し、適正な活用につなげられるよう関わることが期待さ
れます。

支援機器ありきではなく、顔の見える関係の上での支援が大切です。
そして、周囲の人の障害や支援機器に関する理解も大切です。
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この事業は、厚生労働省が実施する
「平成29 年度障害者総合福祉推進事業」から
国庫補助金の交付を受けて実施したものです。

2. おわりに
　これまで記してきたように、支援機器はQOL（生活の質）を高めるもの
です。環境調整に車椅子やリフター、昇降機、各種コミュニケーション機
器、自助具等の活用は必要不可欠です。
　支援機器の導入では、障害者の生活をどのように捉え、生活や活動を広
げるか、介護者の負担を軽減できるかという生活アセスメントから始まり、
あくまでも生活に着目して導入を検討することが重要です。
 　生活アセスメントに加えて、その方の身体機能評価、支援機器の専門的
知識、介助者の状況、家屋の状況などを総合的に判断して適切な支援機器
の導入の検討が不可欠であるといえます。単純に、支援者の想いのみ、介
護者が楽になるために導入する、という視点だけでは支援が不十分といえ
ます。
　また、支援機器の活用には、障害者支援センター、市町村、リハビリテー
ション専門職、相談支援専門員、ソーシャルワーカー、ケアマネジャーの
方々等、医療、介護、福祉等それぞれの専門職が手を取り合って積極的に
支援機器を導入やフォローアップに携わり、お互いに意見を出し合うチー
ムアプローチが重要です。
　障害者の権利を守り、社会参加を可能とするためには、医療から介護保
険、障害者総合支援法における制度、障害児等の療育等それぞれをつなぐ
取り組みを各地域で行うことが求められます。このガイドブックを活用して
いただけることで、支援が途切れることがなく、支援機器の有効な利活用
を進めていく環境ができればと願っております。
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